
都道府 県 労働局長殿

基 発 0325第 2号

平成 28年 3月 25日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

徴収関係事務取扱手引 JI (j帯納処分）の一部改訂について

労働保険の滞納処分に関する事務の取扱いについては、平成 27年 3月 31日付け

基発 0331第 B号「徴収関係事務取扱手引 JI （滞納処分）の改訂について」により

取り扱ってきたところであるが、下記により本手引の一部を改訂するので、事務処

理に遺漏なきょう取り扱われたい。

言己

1 改訂箇所（別添参照）

第 2章督促と滞納整理

第 5章交付要求及び参加差押え

第7章滞納処分に関する猶予及び停止等

2 改訂年月日

平成28年4月 1日



徴収関係事務取扱手引 II 

（滞納処分）

平成 27年 3 月

平成 28年 4月一部改訂

労働基準局労働保険徴収課

20160401 



20160401 



20160401 

本通達において引用した法令等の略語は、次のとおりである。

また、条数はアラビア数字で、項はO印、号は漠数字で表示した。

徴収法

徴収則

国税通則法

国税徴収法

国税徴収令

通基本通達

基本通達

滞調法

滞調令

手引 I

＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第

84号）

＝ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和 47

年労働省令第8号）

一 国税通則法（昭和 37年法律第 66号）

国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）

一 国税徴収法施行令（昭和 34年政令第 329号）

一 国税通則法基本通達（昭和 45年 6月 24日）

一 国税徴収法基本通達（昭和 58年5月 31日）

－ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律（昭和32

年法律第94号）

＝ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令（昭和 32

年政令第 248号）
V 

ー 徴収関係事務取扱手引 I （徴収・収納）
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第2章督促と滞納整理

第1 督促と効果

保険料等その他の徴収法の規定による徴収金を所定の納期限までに完納しない

ときは、政府は別に期限を指定して、その納付を督促しなければならないことと

なっている（徴収法27①②）。

督促とは、事業主が所定の納期限を過ぎても、なお保険料等を納付しない場合

に、その履行を書面で催告する行為をいう。

督促の法的効果は、 「滞納処分をする旨を予告する効力を有し、滞納処分の前

提要件となること」、 「延滞金徴収の前提要件となること」、 「時効中断の効力

を有すること」などの法的効果がある（徴収法27③、 28①、 41②）

（注） 1 滞納者に対する督促は、書面である督促状によってしなければならず、

口頭による督促は無効とされる（行裁大7・6・3）。なお口頭その他の方

法によって行われるものは、単なる催告行為であり督促によって生ずる

法律効果は生じない。

2 督促状の発送は1囲限りでよい。

1 督促の要件

督促は、事業主が次に掲げる保険料等その他徴収法の規定による徴収金を、次

に掲げる納期限までに納付しない場合に行うロ

なお、延滞金は、督促を受けその指定期限までに完納しないときは、納期限か

ら差押えの日又は完納の日の前日までの日数について一定の割合で計算した額を

その計算の基礎となる労働保険料又は一般拠出金に併せて納付することとされて

いる。

( 1）労働保険料

ア概算保険料

（ア）申告額（徴収法15①②）

6月1日から40日以内（保険年度の中途に保険関係が成立したものについ

ては、当該保険関係が成立した日から50日以内）、有期事業については、

保険関係が成立した日から20日以内

（イ）政府が決定した額（不足額） （徴収法15③）

事業主が通知を受けた日から15日以内（徴収法15④）

（ウ）保険料率の引上げに伴う追加徴収（徴収法17①）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則26)
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イ確定保険料

（ア）申告額（徴収法19③）

6月1日から40日以内（保険年度の中途に保険関係が消滅したものについ

ては、当該保険関係が成立した日から50日以内）、有期事業については、

保険関係が成立した日から50日以内

（イ）政府が決定した額（未申告又は不足額）（徴収法19④）

事業主が通知を受けた日から15日以内（徴収法19⑤）

（ウ）確定保険料の特例による差額（徴収法20③）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則26、35④）

ワ印紙保険料

政府が決定した額（徴収法25①）

調査決定した日から20日以内で歳入徴収官が定める日（歳入程9、18①）

エ特例納付保険料

政府が決定した額（徴収法26④）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則59)

( 2）一般拠出金

政府が決定した額（救済法38①、徴収法19④準用）

事業主が通知を受けた日から15日（救済法38①、徴収法19⑤準用）

( 3）追徴金

ア確定保険料に係る追徴金（徴収法21①）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則26)

イ 印紙保険料に係る追徴金（徴収法25②）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則26)

ウ 一般拠出金に係る追徴金（救済法38①、徴収法21①準用）

通知を発する日から起算して30日を経過した日（徴収則26準用）

（注） 納期限は、徴収金の納付についての基本的な履行期限であり、納期限

内に納付されない徴収金は、滞納として督促や滞納処分の対象となる。

なお、法律の規定により徴収金を納付すべき本来の期限を法定期限と

いう。
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2 督促状の発行

督促状は、上記の徴収金について、納期限を経過しでも納付がない場合に「労

働保険適用徴収システム」 （以下、 「適用徴収システムj という。）から督促状

発行リストを出力し、これに基づき督促状発行決議書（収入様式第14号）により

歳入徴収官の決裁を受け、その後、替促状を滞納事業場に送付する。

( 1）督促状の指定期限

督促状による指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経

過した日でなければならない（徴収法27②）とされており、さらに実務上、督

促状で指定する期限が休日の場合は、休日以外の日とするよう指示（昭和62.

3. 26労徴発19号通達）している。

（注） 1 督促状により指定すべき期限は、保険料等についての法定納期限又

は納入告知書による指定納期限を変更するものではなく、この期限内

に徴収金を納付した場合は、滞納処分を猶予するという期限を新たに

指定したにすぎない。

2 督促状を送付したが、返送されてきた場合は、返戻された原因を十

分調査する。住所移転により返戻されたときは、新住所に送達する。

なお、移転先不明等の場合は、公示送達の手続きを行う（手号II 

P39）。滞納事業場の受領拒否による返送の場合には、いったんした

送達により督促の効力は生じているので、再び送達する必要はない。

3 第二次納付義務者（国税徴収法32～41、手引 IP143～151）又は保証

人に対して履行の請求をする場合は「納付催告書」で督促を行う。

納付催告書は、督促状と同ーの法律的性質を有しており（国税徴収

法47③）、納付催告書で指定した日までに保険料が完納されないとき

は、第二次納付義務者又は保証人の財産について滞納処分を執行する

ことができる。

( 2）督促に対する不服申立て・訴訟期間

ア不服申立て

督促に不服のある者は、督促のあったことを知った日の翌日から起算して、

3か月以内に厚生労働大臣に対する審査請求をすることができる。ただし、督

促があった日から 1年を経過した場合は、審査請求をすることができない（行

政不服審査法 18①、徴収法 37）。

イ訴訟

この督促に対する取消訴訟は、国（訴訟において国を代表する者は法務大

臣）を被告として、この督促があったことを知った日の翌日から起算して6か
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月以内に提起することができる。ただし、督促があった日から 1年を経過し

た場合は、提起することができない（行政事件訴訟法 14）。

ウ 不服申立てと訴訟との関係

審査請求をした場合、取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はそ

の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提

起することができる。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提

起することができない（行政事件訴訟法8、徴収法 38）。
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第2 滞納整理の進行管理

1 滞納啓理の目的

滞納整理の目的は、労働保険料の収納を確保し、保険制度の安定的な運営を図

るものである。そのことが結果として事業主の信頼確保につながり、労働者の生

活を支える重要なセーフテイネットとなるものである。

このため、期限内に納付しない滞納事業場、

厳正な滞納処分を行い、期限内に完納した事業主との負担の公

平を確保し、事業の健全な運営に資するものとする。

( 1）滞納整理計画の策定と整理実績の把握

ア

イ

．．．． 

( 2）滞納実態の把握
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適切な滞納整理方針をはじめとして具体的な滞納整理計画を立てるためには、

滞納の実態を把握することが大切である。

イ

ウ

.:r: 

オ

カ

（ア）

（イ）

（ウ）．．．．． 
（エ）

キ
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ク

( 3）整理対象の選定と整理計画の策定

イ

(4）整理方針に基づく滞納整理

2-7 



第3 納付督励

1 納付督励の実施

( 1）納付督励

・圃・・
( 2）納付計画の作成等

．． 
2 納付督励の流れ

電話・文書による督励及び臨戸訪問（実地督励）は以下の流れで行う。

( 1）電話・文書による督励

ア

イ

ウ

2-8 
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二E

カ

( 2）臨戸訪問（実地督励）

ア

イ

ウ

( 3）事業主等が留守の場合の対応

臨戸訪問したとき、事業主文は担当者が留守の場合は、次のように対処する。

イ

2-9 



20160401 

3 納付督励の基本的な対応方法

戸つ

( 1）滞納事業場との接触の注意点

滞納事業場との接触にあたっては次の点に配意する。

ア

イ

ワ

こE

(2）納付の意思はあるが即納できない滞納事業場に対する対応

ア

イ．．．． 
ウ

．．．． 

( 3）納付する誠意のない滞納事業場に対する対応

2 10 
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( 4）納付資カに乏しい滞納事業場に対する対応

ア

イ

ウ

( 5）滞納整理事績の記録と処分方針の検討
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第4 納付資力調査

2 納付事正カ調査の流れ

滞納事業場が個人事業者で所得税の確定申告（青色、白色）をしている場合に

は、毎年決算書を作成し、税務署に提出しているため、滞納事業場に決算書の提

出を求める。

( 1）決算書の書類

決算書の以下の書類から納付資力を確認する。

ア貸借対照表

決算日時点での財産状態（資産又は負債の合計額はいくらか、純資産の額

はいくらかなどの懐具合）を把握できる。

イ 損益計算書

1年間で企業がどのような活動を行い、その結果、どの程度儲けたかを把

握できる。

ワ総勘定元帳

すべての仕訳（取引）を勘定科目ごとに記帳しているため、資金の全体的

な動きを把握できる。

エ資金繰り表

日、月、年次等の一定の期間内で資金の動きを把握し、将来の収支の過不

足を把握するために作成される帳簿のことで、税務書類ではないため作成は任

意であるが、作成している場合は納付資力の判断に有益である。

( 2）貸借対照表で把握される内容

貸借対照表は、資産の部（左側）は、上から下にかけて換価が容易な順に配列

されており、負債の部（右側）は、上から下にかけて現金支払を要する順に配列

されており、純資産は返済する必要のない資産額が記載されている。

2 12 
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貸借対照表は、 「資産ー負債＝純資産（マイナスの場合は、純損失）」の形で

構成されているので、純資産が多いほど納付資力は大きく、逆に純資産が少ない

ほど納付資力は乏しいこととなる。したがって、純資産が赤字の場合は、納付資

力が低いと推定できる。

換価が容易な順

資産の部 負債の部

［流動資産］ ［流動負債】

現金・預金、売掛金、有価証 買掛金、短期借入金、未払法人

券、商品等 税等

［固定負債】

［固定資産I
長期借入金、社債等 、

有形固定資産（建物、機械装 純資産の部
置、土地等）、無形固定資産（電 資本金、資本剰余金、利益剰余
話加入権、特許権等） 金等

貸借対照表

現
金
支
払
を
要
す
る
順

( 3）損益計算書で把握される内容

ア 損益計算書は「収益ー費用＝利益」の形で構成されているため、利益が多け

れば納付資力が大きく、少なければ納付資力は低い。

イ 損益計算書は、次のように、利益が段階的に分かれているので、これらの利

益がいくらあるかを把握すると参考になる。

（ア）売上高一売上原価＝売上総利益

「売上高」は、商品等の販売やサービスの提供のように、企業の主たる

営業活動から発生する収入である。

「売上原価」は、その売上高に対応する原価である。

その差額の「売上総利益」は、いわゆる粗利益といわれ、企業の基本的

な収益力を示している。

（イ）売上総利益ー販売費及び一般管理費＝営業利益

「販売費及び一般管理費Jは、会社の販売活動や管理等に係る費用（従

業員給与・旅費交通費・消耗品費等）をいう。

その差額の「営業利益」は、企業の本来の営業活動から生じた利益を示

している。

（ウ）営業利益＋営業外収益ー営業外費用＝経常利益
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「営業外収益Jは、本来の営業活動以外から発生した収益（受取利息・

受取配当金・雑収入等）をいう。

「営業外費用」は、本来の営業活動以外に要した費用（支払利息・雑支

出等）をいう。

その結果としての「経常利益Jは、企業の経常的な活動から生じた利益

を示している。

（エ）経常利益＋特別利益ー特別損失＝税引前当期純利益

「特別利益」は、本来の営業活動以外で臨時的に発生した収益（投資有

価証券売却益等）をいう。

「特別損失Jは、本来の営業活動以外で臨時的に発生した費用（固定資

産売却損等）をいう。

その結果としての「税引前当期純利益Jは、企業の最終的な税金を控除

する前の利益を示している。

（オ）税引前当期純利益一法人税等＝当期純利益

「法人税等」は、利益に課税される法人税、住民税及び事業税をいう。

その差額の「当期純利益j は、企業の最終的な利益を示している。

損益計算書

損営業益

売上高

売上原価

売上総利益（ア）

経損益戸市令

の 販売費及び一般管理費
部

営業利益（イ）

営業外収益
の
音日

営業外費用

の
書店

経常利益（ウ）

別損益特

特別利益

特別損失
の
部

税引前当期純利益（エ）

法人税等

当期純利益（オ）

2-14 

←販売した製品・サービスの金額

←売上高から売上原価を引いた利

益（粗利益）

←営業活動の収益。本業での実力

←本業以外の損益も含めた毎期継

）…… 臨時的な損益

←税金支払前の利益

←今期自由に使える利益

' 



20160401 

(4）資金繰り等に基づく納付資力の把握

（注） 滞納事業場が個人事業者で所得税の青色申告をしている場合には、帳簿

を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作

成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から 7年間

の保存が義務付けられている。

ここでいう帳簿には、例えば総勘定元帳、預金元帳、仕訳帳、現金出納

帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等があり、

また、書類には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約

書、領収書等がある。

．．．． 
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第5 強制措置

1 強制措置の実施

．．．．．．を中心として、納付督励によってもなお納付がなされない場合は、

財産調査を確実に行い、差押えを行う。

差押えは、特に．．．．．．を対象に積極的に実施し、差押えを行った件数につ

いて、前年度実績を下回ることのないよう取り組む。

2 強制措置の流れ

( 1）財産調査の実施

圃・・・・

( 2）差押えの実施

ア

．．．． 

イ

ウ
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第5章交付要求及び参加差押え

第1節交付要求

第1 交付要求の意義

交付要求とは、滞納者について、すでに滞納処分、強制執行等の強制換価手続

が開始されている場合託、同一財産について、重複して差押えを行うことは、執

行経済等からみて適当でないことから、先行の執行機関に執行を任せて、徴収職

員等が自ら差押えを行うことなく、これらの執行手続に参加して保険料等の交付

を求めることをいう（国税徴収法82）。

第2 交付要求をする場合

1 交付要求の要件 1 

交付要求をすることができるのは、納付義務者（第二次納付義務者及び保証人

を含む）が納付すべき保険料等をその期限までに納付しない場合、その納付義務

者の財産について強制換価手続が行われたとき（他の債権者からの差押通知書が

交付又は送達されたときや、破産管財人（通常は裁判所から破産手続開始決定時

に選任された弁護士）又は破産裁判所から破産手続開始の通知を受けたとき）で、

次に掲げるときはその執行機関（破産手続開始の決定があった場合は、破産管財

人又は破産裁判所）に対して交付要求を行う（国税徴収法82、基本通達也①）。

( 1）執行機関が行政機関等以外である場合

ア 執行機関等が、滞納者の財産について強制換価手続を行っているとき。

イ 差押え又は参加差押えをしている場合において、その後の強制執行等による

差押えがあり、執行裁判所（執行官）より強制執府続行の決定があったとき。

（注） 1 「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律Jの規定によ

り、二重差押えをするときは、滞納処分により差押えをするととも

に執行裁判官（執行官）に交付要求する。

2 「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」の規定によ

り、二重差押えがあるときは執行裁判所（執行官）に対し差押え及
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び交付要求をするとともに、行政機関等に対し参加差押えをする。

( 2）執行機関が行政機関等である場合

行政機関等が滞納者の財産について強制換価手続を行っているときで、その財

産が動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び

電話加入権以外の財産であるとき。

( 3）保険料等が差押えのできる要件を欠く場合

ア 徴収法第 27条による督促がなされていないとき、若しくは督促状の指定期

限が到来していないとき。国税徴収法第 32条第 2項による納付催告がなされ

ないとき、若しくは納付催告の指定期限を経過していないとき。

イ 国税通則法第46条の規定により、納付を猶予した期間内であるとき。

ワ 国税徴収法第 151条の規定により換価を猶予し、差押えをしないこととした

とき。

エ 国税徴収法第 153条の規定により、滞納処分の執府を停止した場合であると

き。

オ 国税徴収法第 138条の規定による滞納処分費の納入の告知がされていないと

き。

（注） 交付要求は、徴収職員が自ら差押えを行うことなくこれらの執行手続

に参加して保険料等の交付を求めて満足を図るものであるから、保険料

等を滞納していれば督促状を発付していなくても、交付要求することが

できる（基本通達82①）。

(4）所有権の移転があった場合

強制換価手続が開始された財産について、所有権が滞納者以外の者に移転した

とき。

滞納者の財産について差押えをした後、滞納者が死亡したときは、その差押え

を受けた財産を相続した相続人の固有の滞納保険料等について、交付要求をする

こ1とができる（基本通達82①）。

（注） 財産を譲り受けた者の保険料等により交付要求をすることはできない。

( 5）財産の引受けが困難な場合

強制換価手続の対象となっている財産が、山間へき地や遠隔にある動産等であ
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るため、財産の引受けが著しく困難であると認められるとき。

( 6）参加差押えをする実益がない場合

強制換価手続をした執行機関において、その対象となっている財産の換価が確

実であると認められる場合、その他参加差押えをする実益がないと認められると

き。

2 交付要求の制限

交付要求をするときに、滞納者が他の換価の容易な財産で第三者の権利の目的

となっていないものを有しており、かつ、その財産によって保険料等の全額を徴

収できると認められるときは、交付要求をしないこととする（国税徴収法83）。

なお交付要求をした後、財産を有することが判明したときは、その財産を差し

押え、交付要求を解除する。

3 交付要求ができる期間の終期

交付要求はそれぞれに次に掲げる時期までに行う（基本通達82②）。

( 1）売却決定の日の前日

滞納処分の場合は、売却決定の日の前日（換価に付すべき財産が金銭による取

立ての方法により換価するものであるときは、その取立てのとき、国税徴収法

130①）。

( 2）執行裁判所の定める配当要求の終期

不動産（民事執行法第 43条第 1項に規定する不動産をいう）に対する強制執

行文は不動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合は、執行裁判所の定

める配当要求の終期（自己当要求の終期が延期された場合等は、延期等後の配当要

求の終期） （民事執行法49①(g③、 87①、 188）。

( 3）執行裁判所が定める期間の終期

不動産に対する強制管理及び担保不動産収益執行の場合は、執行裁判所が定め

る期間の終期（民事執行法 107①④）

(4）船舶、航空機、自動車等に対する強制執行時

船舶（民事執行法第 112条に規定する船舶をいう）、航空機又は自動車、建設

機械若しくは小型船舶に対する強制執行又はこれらの財産を目的とする担保権の

実行としての競売の場合は（2）に準ずるとき（民事執行法 121、189、民事執行

規則 84、97、98、98の2、174～177の2)
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( 5）動産執行の開始時

動産（民事執行法第 122条第1項（動産執行の開始）に規定する動産をいう）

に対する強制執行又は動産を目的とする担保権の実行としての競売の場合は、次

に掲げるとき。

ア 売得金については、執行官がその交付を受けるとき又は保全法第 49条第 3

項の規定により供託された売得金については、動産に対する強制執行又は担保

権の実行として競売が続行されることとなったとき。

イ 手形等の支払金については、執行官がその支払を受けるとき。

( 6）第三債務者への供託時

金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権（動産執行の目的となる有価証

券を発行されている債権を除く）に対する強制執行の場合は次に掲げるとき。た

だし、金銭の支払いを目的とする債権につき管理命令が発せられている場合は、

上記（ 3）に準ずる。

ア 第三債権者が民事執行法第 156条第 1項又は第2項（第三債権者の供託）の

規定により供託をしたとき。

イ 取立て訴訟の訴状が第三債務者に送達されたとき。

ウ 売却命令により執行官が売得金の交付を受けたとき。

エ動産引渡請求権の差押えの場合は、執行官がその動産の引渡しを受けたとき。

( 7）その他の財産権に対する強制執行時

上記（ 2）から（6）までに掲げる財産権以外の財産権に対する強制執行又は

これらの財産権を目的とする担保権の実行としての競売の場合は、特別の定めが

あるもののほか（ 6）に準ずる（民事執府法 167①、 193②）。

( 8）企業担保権の実行手続開始時

企業担保権の実行手続が開始された場合で、①一括競売により換価をするとき

は、競落期日の終了時、②任意売却により換価するときは裁判所が定めて公告し

た日（企業担保法51②）。

( 9）破産手続開始の決定時

破産手続開始の決定があった場合における交付要求は、次に定めるところによ

る（基本通達82③）。
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ア財団債権

財団債権に該当する保険料等については、速やかに、破産管財人に対して

交付要求を行う（破産規則 50①）。

（注） 次に掲げる配当において、それぞれに掲げる時までに破産管財人に交

付要求していない場合は、弁済を受けることができないことに留意する。

1 中間配当

破産管財人が配当率の通知を発した時（破産法203、209③、 211)

2 最後配当

破産管財人が配当額の通知を発した時（破産法201⑦、 203)

3 簡易配当

配当表に対する異議申立期聞が経過した時（破産法 198①、 200①、

203、204④、 205)

4 同意配当

裁判所書記官による同意配当の許可があった時（破産法 203、208①

③） 

5 追加配当

破産管財人が配当額の通知を発した時（破産法203、215②⑤）

イ破産債権

破産債権に該当する保険料等については、遅滞なく、破産裁判所に対して

交付要求を行わなければならない（破産法 114）。

4 交付要求を行う場合の調査

( 1）調査事項

交付要求をしようとするときは、次の事項について調査する。

ア 強制換価手続が開始されている滞納者の当該執行の目的となったすべての財

産の名称、数量、性質、所在及びその事件の表示。

イ 強制換価手続に係る調書が二以上作成されている場合は、調書ごとの財産の

区別。

ワ 強制換価手続に係る債権の現在金額及び換価の時期。

エ 国税徴収法第 55条に掲げる権利者（以下、 「質権者等」という。）の有無

及び当該質権者等がある場合は、その権利の内容、質権者等の住所及び氏名。
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オ他の行政機関等からの交付要求の有無及び優先する交付要求がある場合は、

その交付要求に係る国税、地方税等の額。

カ 交付要求の対象となる財産が登記等のできる財産であるときは、さらに、登

記簿等により強制換価手続が開始されている財産の名称、数量、性質及び所在、

並びに質権者等の有無及び当該質権者等がある場合は、その質権者等の内容、

質権者等の住所及び氏名。

( 2）調査方法

ア相手方が行政機関等である場合

相手方が行政機関等である場合は、相手方行政機関において徴収職員証票

を呈示し、滞納処分に関する書類を閲覧する。

イ 相手方が執行官である場合

相手方が執行官である場合は、執行官役場において記録閲覧申請（書）を

提出して執行記録を閲覧する（民事執行法 17）。

ウ 相手方が裁判所又は破産管財人である場合

相手方が裁判所又は破産管財人である場合は、裁判所において記録閲覧謄

写申請書を提出して訴訟記録等を閲覧する（民事訴訟法 151）。

( 3）調査結果

調査の結果、交付要求の要件に該当する事実のあることが判明したときであっ

ても交付要求の対象となる財産の見積価格と交付要求しようとする保険料等に優

先する債権の金額又は優先する他の交付要求に係る国税・地方税の金額とを検討

して交付要求をする実益がないことが明らかなときは、交付要求は行わないもの

とする。

（参考） 1 謄本下附申請書

2 記録閲覧申請書

3 記録閲覧謄写申請書
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5 受付要求の相手

交付要求をする相手方執行機関は、強制換価手続の種類によりそれぞれ次に掲

げるものとする。

( 1）国税による滞納処分等であるとき

国税による滞納処分であるとき文は国税のために徴した担保財産の処分が滞納

処分の例による処分であるときは、その処分を行った徴収職員の所属する税務署

長等。

( 2）地方税若しくは公課による滞納処分等であるとき

地方税若しくは公課による滞納処分又は滞納処分の例による処分であるときは、

その処分を行った地方団体の長、その他行政機関の長、徴収の嘱託又は徴収の引

継ぎがあったことが明らかなときは、その嘱託は引継ぎを受けた行政機関の長。

( 3）民事執行法、自動車及び建設機械強制執行規則等による強制執行であるとき

民事執行法、自動車及び建設機械強制執行規則又は航空機強制執行規則により

した強制執行である場合で、①その対象となった財産が動産であるときは、執行

をした執行官また不動産等、②債権その他の財産権であるときはその執行をした

裁判所、ただし不動産の強制管理があったときは、強制管理人。

( 4）担保権の実行手続としての競売法等による競売であるとき

担保権の実行手続としての競売法、自動車及び建設機械競売規則、航空機競売

規則又は農業用動産抵当権実行命令による競売手続である場合で、①その対象と

なった財産が動産であるときはその執行をした執行官、②不動産等及びその他の

財産権であるときは、その執行をした裁判所。

( 5）破産手続であるとき

「財団債権となる滞納額」については破産管財人（通常は裁判所から破産手続

開始決定時に選任された弁護士）、 「破産債権となる滞納額」については破産裁

判所（その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所、基本通達47⑮）。

( 6）企業担保権の実行手続であるとき

企業担保権の実行手続であるときは、その執行をした裁判所。

6 二重差押えがされている場合の相手

滞納者の財産について、；帯調法の規定により滞納処分と強制執行とが競合して

いる場合は、滞納処分をしている行政機関等に対して交付要求（参加差押えの要

件を満たしている場合は、参加差押え）をするとともに、強制執行の執行機関に

5 8 



20160401 

対しでも交付要求をする。

なお、強制執行に先行して滞納処分による差押えをしている場合において、強

制執行続行の決定があったときは、差押えに係る保険料等について強制執行の執

行機関に対して交付要求する（滞調法 10③、基本通達82⑬）。，

（注） 交付要求に係る強制執行について、その続行決定があった場合は、交付

要求をした保険料等を徴収するため、改めて交付要求する必要はない。

7 受付要求の手続

( 1）交付要求書の送達

交付要求をするときは交付要求調書及び交付要求書（様式 30号）を複写によ

り作成し、交付要求書をその基因となった手続の執行機関（行政機関、裁判所、

執行官又は破産管財人）に送達することによって行う（国税徴収法 82①、国税

徴収法施行令36①）。

（注） 1 交付要求書は交付要求先の執行機関における差押調書又は事件名の異

なるごとに別紙とする。

2 交付要求書は正本及び写しを作成することとし、正本を交付要求先の

執行機関へ送付する。

( 2）滞納者への通知

交付要求をしたときは、滞納者に対し交付要求通知書（様式 30号）により通

知しなければならない（国税徴収法82②、基本通達82⑤）。

( 3）質権者等への通知

交付要求をしたときは、質権者等のうち徴収職員がその交付要求を行うに際し

て、その氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対して、交付要求通知書

（様式 30号）により通知しなければならない（国税徴収法 82③、国税徴収法施

行令 36③）。

（注） 交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続文は破産手続であ

るときは、その手続においてこれに参加する債権者の状況を利害関係人に

周知させることとなっているので、通知を要しない（企業担保法 16、破

産法 230、企業担保権実行手続規則 23、国税徴収法施行令 36④、基本通

達 82⑦）。

(4）質権者等の有する債権金額の確認

前記（3）より、質権者等が交付要求の通知を受けた時における質権者等の債権

金額の確認は、公売を執行する機関においては行わず、交付要求を行う行政機関

等において行うこととされている。

したがって、質権者等に交付要求通知書を送達したときは、質権者等の労働保
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険料等に優先する債権の額を調査確認し、交付要求調書に記載しておかなければ

ならない。

（注） 優先限度額の確認は、相手方執行機関に債権現在額申立書を提出すると

きまでに行うものとして差し支えない。

8 破産管財人文は破産裁判所に対する受付要求

滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合（破産法 30）は、破産財団（破産法

34）に属する滞納者の財産に対する新たな滞納処分はすることができず（破産法

43①）、その破産手続において、①「財団債権となる滞納額」については破産管

財人（通常は裁判所から破産手続開始決定時に選任された弁護士）に対し、②

「破産債権となる滞納額」については破産裁判所（その交付要求に係る破産事件

を取り扱う裁判所）に対して交付要求を行う（国税徴収法 82①、基本通達 47⑩）。

なお、破産手続開始後は滞納処分（差押え・参加差押え）を行うことができな

いため、破産管財人に対して交付要求する（破産法43①、基本通達47⑮）。

( 1）債権の種別

破産財団から弁済を受けることとなる債権は、発生時期・納期限・徴収金の種

別により財団債権・優先的破産債権・劣後的破産債権に区分されている（基本通

達47⑮）。

ア財団債権

（ア）破産手続開始前の原因に基づく保険料等債権であって、破産手続開始当時、

まだ納期限の到来していないもの及び納期限から 1年（その期間中に包括的

禁止命令が発せられたことにより滞納処分をすることができない期間（以下、

「包括的禁止命令期間Jという。）がある場合は、当該期間を除く。）を経

過していない保険料等及び延滞金（破産法 148①三）。

（イ）破産手続開始後の原因に基づく保険料等であって、破産財団の管理、換価

及び配当に関して生ずるもの（破産財団を構成する財産の所有・換価の事実

に基づいて課せられ、あるいは当該財産から生じる収益そのものに対して課

せられる滞納額等）に係る保険料等（破産法 148①二、昭和 62.4.21最高判

参照）。

イ破産債権

（ア）優先的破産債権

破産手続開始前の原因に基づいて生じた保険料等債権であって、破産手

続開始当時、納期限から 1年（包括的禁止命令期間を除く）を経過してい

る保険料等並びに破産手続開始までの延滞金（破産法98①）。

（イ）劣後的破産債権
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① 優先的破産債権とされる保険料等に係る破産手続開始後の延滞金（破

産法99①一、 97三）。

②追徴金（破産法 99①一、 97五）

( 2）包括的禁止命令

破産手続開始の申立てがされた場合において、強制執行等の個別的中止命令に

よっては破産手続の目的を十分に達成することができないと認めるべき特別の事

情があるときは、破産裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手

続開始の決定があるまでの問、すべての債権者に対して、債務者の財産に対する

強制執行等及び滞納処分（交付要求を除く）の禁止を命ずることができる（破産

法25①）。

なお、包括的禁止命令により滞納処分をすることができない期間は、上記アの

（ア）の期聞から除かれる（破産法 148①三）。

（注） 包括的禁止命令の効力は、債務者に対して裁判書が送達された時から生

じる（破産法 26②）ため、保険料等債権者が包括的禁止命令が発せられ

たことを了知することができない聞に差押え等の滞納処分を執行する場合

が想定され得るところ、当該差押え等は無効な差押えとなるため、差押債

権の取立て・充当処理を了している場合は、不当利得返還請求債務を負う

場合があることに留意を要する。

( 3）財団不足になった場合の財団債権の取扱い

破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合

（いわゆる「財団不足J）における財団債権の取扱いは、弁済していない債権額

に応じて按分弁済する（破産法 152①）

なお、破産管財人の報酬については、債務者の財産の管理、換価及び配当に関

する費用の請求権については他の財団債権に先立つて弁済を受ける（破産法 152

②）。

( 4）破産管財人による任意売却と担保権の消滅

破産手続開始の時において破産財団に属する財産に担保権（特別の先取特権、

質権、抵当権文は商法の規定による留置権）が設定されている場合において、そ

の財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者一般の利益に

適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意売却し、当該財

産上のすべての担保権を消滅させることの許可を申し立てることができる（破産

法 186①）。

この申立てが許可された場合、その売却代金は、民法、商法その他の法律の定

めるところにより配当される。

なお、滞納者の財産上に保険料等を担保するための抵当権を設定している場合
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は、この担保権消滅の許可申立ての対象となり、当該抵当権者として権利保護さ

れるが、抵当権の有無にかかわらず、任意売却であり強制換価手続ではないため、

保険料等の優先徴収権（国税徴収法8）は働かない。

( 5）免責手続中の個別執行禁止

破産手続が開始した後に破産者が別途しなければならない免責の申立てについ

て、個人である債務者は破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをする

ことができる。この免責許可の申立てをすることができる期間は、 「破産手続開

始の申立があった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過するま

での問」となる（破産法248①）。

また、個人である債務者から破産手続開始の申立て（自己破産）があったとき

は、当該申立てと同時に免責許可の申立てがあったものとみなし（破産法 248

④）、破産手続廃止の決定（破産法 216）、破産手続廃止の決定の確定（破産法

217）又は破産手続終結の決定（破産法 220）後、免責についての裁判が確定す

るまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行等及び滞納処分

が禁止される（破産法249①）。

なお、保険料等債権は免責されない。また、免責についての裁判が確定した日

の翌日から 2ヶ月を経過する日までの聞は、保険料等債権の時効は完成しない

（破産法249③）。

破産裁判所が免責許可又は免責不許可の決定をした場合は、破産債権者（労働

局長）あてに通知がされないため（破産法 252③④）、適宜の時期に破産裁判所

書記官に対し電話等により照会することにより免責申立ての帰趨を確認し、滞納

処分が制限される期間の終期を把握する必要がある。

( 6）交付要求の手続

破産手続開始の決定がされた場合、財団債権に属する保険料等債権については、

破産管財人に対して交付要求を行うことによって破産手続によらずに随時弁済を

受ける（国税徴収法 82①、破産法 151）。

一方、破産債権に属する保険料等債権については、交付要求書により破産裁判

所に対して債権の届出を行い、破産手続から配当を受ける（徴 82①、破産法

114）。

なお、破産管財人文は破産裁判所に対する交付要求の終期については、 3 ( 9) 

(P5-4）のとおりであるので、配当等を受領する機会を逸することのないよう遅

滞なく交付要求を行う。

( 7）交付要求書に記載する事項

破産裁判所に対する交付要求書に記載する事項は、以下に掲げる事項である

（破産法 114、破産法規36）。

5-12 
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ア 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

イ 破産手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟文は行政庁に係属する事件

があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名

又は名称及び事件の表示

ウ 優先的破産債権であるときは、その旨

エ劣後的破産債権であるとき又は約定劣後債権であるときは、その旨

オ別除権により担保される保険料債権がある場合は、別除権の目的である財産

及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額

（注） 破産裁判所に対して送付する交付要求書の作成に当たり、本保険料

等が完納となっていないため、延滞金の額が未確定である場合は、延

滞金欄等の記載については、次のことに留意する（基本通達82⑤）ロ

1 延滞金欄に、 「要す」と記載するとともに、交付要求書作成日現

在において本保険料等が完納となったと仮定して計算した延滞金の

金額を記載（かっこ書き）する。

なお、破産事件における破産管財人又は破産裁判所あての交付要

求書の延滞金欄は、 l円単位まで記載することに留意する。

2 欄外又は備考欄に、 「延滞金欄の「要すJの記載は、労働保険徴

収法所定の全延滞金額の交付を求めているものである。また、 （） 

内の金額は、便宜、交付要求書作成日までの延滞金を概算したもの

である。」旨を記載する。

( 8）交付要求書の作成要領

ア 財団債権については破産管財人あて交付要求し、破産債権については破産裁

判所あて交付要求する。

イ 交付要求書の滞納金額欄は、優先的破産債権及び劣後的破産債権の区分が明

確になるように配意し、備考欄に補完記入を行う。

ウ 優先的破産債権の延滞金欄は、破産手続開始日までのものを算出し、 1円単

位で記載する。

q
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エ劣後的破産債権の延滞金欄は、交付要求決議日までのものを算出し、優先的

破産債権に係る延滞金額を差し引いた金額を1円単位で表示する。

オ優先的破産債権及び劣後的破産債権の交付要求書滞納金額備考欄に、延滞金

計算の基礎となった保険料額を表示する。

（交付要求の具体例）

条件

1 破産手続開始年月日 平成27年5月31日

2 交付要求決議書作成日 平成27年6月15日

3 滞納保険料

①平成24年度 労働保険料

法定納期限 平成25年7月10日

r滞納保険料額 100, 00 0円

②平成25年度 労働保険料

法定納期限 平成26年7月10日

滞納保険料額 5 0, 0 0 0円

( 9）保険料等債権の地位の具体例

ア財団債権に分類される場合

（ア）期間計算

納期限 II 起算日
平成・26年7月10日 H平成26年7月 11日

1年の応当日

1年を経過する日 II 1年を経過した日
平成27年7月叩日 H平成27年7月 11日

（イ）破産手続開始前の原因に基づく保険料等債権であること

①破産手続開始当時、納期限が未到来であるもの

②破産手続開始当時、納期限から 1年を経過していないもの

5 14 
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例1 破産手続開始日が平成27年4月1日である場合

例2 破産手続開始日がうるう年の平成O年2月29日である場合

平成ム年2月28日以
降に納期限の到来す
る保険料等

破産手続開始日
平成O年2月29日

保険料等｜ ｜財団慣権

酬金｜ ｜財団債権

追徴金 ｜劣後的破産債権

例3 破産手続開始日が平成・年2月28日で、 1年前の応当日がうるう年の2

月29日である場合

平以来成降する企に保納年険期2月料限等2の8到日
平成企年2月29日

平破成産．手年続Z開月始日
以来す降るに保納険期料限等の到 28日

保険料等 財団債権

延滞金 財団債権

追徴金 劣後的破産債権

イ 優先的破産債権と劣後的破産債権に分類される場合

（ア）破産手続開始当時、既に納期限から 1年を経過している保険料とこれに係

る破産手続までの延滞金は、優先的破産債権となる。

（イ）優先的破産債権とされる保険料に係る破産手続開始後の延滞金並びに追徴

金は、劣後的破産債権となる。

ro 
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例4 破産手続開始当時、既に納期限が1年を経過している保険料等の場合

保険料等｜優先的破産債権

延滞金 ｜優先師産債権

迫徴金 ｜劣後的晴産債権

平成26年3月31日
以前に納期限の到
来している保険料等

財団債権

優先的破産憤権

ウ 包括的禁止命令がある場合

破産手続開始日
平成27年4月1日

劣後的破産債権

包括的禁止命令が発せられた場合、破産手続開始決定当時、まだ納期限が

到来していない保険料債権と納期限から 1年（包括的禁止命令が発せられたこ

とにより国税滞納処分をすることができない期間を除く）を経過していない保

険料債権は、財団債権となる。

例5 包括的禁止命令期間が、破産手続開始日まで継続している場合

平成26年3月31日以
降に納期限の到来する 平成26年 11月30日 包平括成的2禁7年止3命月令3（自）

1日
破事産27手年続l開始日

平成 1月30日
保険料等

， 
保険料等 財団債権

延滞金 財団債権

追徴金 劣後的崎産債権

LIて士LJ 七一割問 A A 日

例6 包括的禁止命令期聞が、破産手続開始日まで終了している場合

平成26年3月31
日以降に納期限の
到来する保険料等

保J険料等｜ ｜財団債権

延滞金 ｜ ｜財団債権

追徴金 ｜劣後的械産債権 』

~ 

包括的禁止命令（自）｜包括的禁止命令（至）
平成27年3月31日｜平成27年7月31日

破産手続開始日
平成27年
11月30日

5 16 
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※ 延滞金の計算の始期は法定納期限の翌日からとなるが、作表上、納期限と同一に

している。

第3 交付要求の効力

1 ffi2当要求の効力

交付要求は滞納に係る保険料等を強制換価手続の執行機関にその換価代金から

交付すべきことを要求するものであるから、配当要求の効力を有する。

なお、交付要求は、交付要求を受けた執行機関の滞納処分、強制執行等の処分

が解除され文は取り消されない限りその処分の目的となった財産について、差押

え後に権利の移転があっても交付要求の効力は失わない。

また、交付要求書が相手方執行行政機関等に送達されたときは、時効が中断し、

交付要求に係る強制換価手続がされている期間、中断事由が継続する（国税通則

法73①）。

時効中断の効力は、その基礎となった交付要求に係る強制換価手続が取り消さ

れた場合でも失われない（国税通則法73②）。

（注） 交付要求は、参加差押えと異なり常に配当要求の効力を有するにすぎな

いから、先行の強制換価手続（滞納処分、強制執行、担保権の実行として

の競売）が解除され又は取り消された場合は、その効力を失うこととなる

（基本通達82③）。

2 受付要求先着手による優先の効力

交付要求書が相手方執行機関に送達されたときは、同順位公課聞においてはそ

の換価代金について、先着手の交付要求が優先（破産手続を除く）し、交付要求

の順序に従い配当される（国税徴収法 13）。

送達時が同時である場合は、これらの交付要求に係る公課は同順位になる。こ

の場合における公課に配当する金額は、債権現在額申立書に記載されている金額

により案分計算したところによる（基本通達 13②）。

3 抵当権等の優先額制限の効力

交付要求をしたときは、保険料等に優先する質権又は抵当権により担保される

債権の元本金額は、その質権者又は抵当権者にその保険料等に係る交付要求通知

書が送達された時における債権額を限度とする（国税徴収法 18の①、基本通達 18

③）。

5 17 
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第4 特殊な場合の交付要求

特殊な場合の交付要求の取扱いは、通常の交付要求の取扱によるほか次による。

1 担保権付財産が譲渡された場合

国税徴収法第 22条第 5項の規定による譲渡された担保権付財産について強制換

価手続が行われた場合の交付要求は次による。

( 1）交付要求のできる場合

交付要求は次のすべてに該当するときにできる（国税徴収法 22①②）。

ア 滞納者が滞納に係る保険料等の法定納期限後等に登記等をした質権又は抵当

権を設定した財産を譲渡したこと。

イ その財産の譲渡時において、滞納者が他に保険料等に充てるべき十分な財産

を有せず、かつ、現に滞納処分を執行するときにおいて、滞納者の財産がその

保険料等を徴収するのに十分でないこと。

ウ 譲渡に係る財産について、強制換価手続が行われていること。

(2）配当を受けることができる金額の範囲

交付要求により、徴収することができる金額は、 「質権又は抵当権によって担

保される債権が、譲渡に係る財産の換価代金から配当を受けることができる金額J

より「譲渡に係る財産を滞納者の財産とみなし、その財産の換価代金について保

険料等の交付要求があったものとした場合に、質権又は抵当権によって担保され

る債権が配当を受けることができる金額」を差引いた金額と滞納額とのうち、い

ずれか少ない額である（国税徴収法22②、基本通達22③）。

( 3）交付要求の手続

ア 質権者又は抵当権者に対する徴収通知

交付要求をしようとするときは、交付要求をするときまでに質権者又は抵

当権者に対し、徴収通知書（様式 31号）によりその旨を通知しなければなら

ない（国税徴収法22④、国税徴収法施行令6①）。

この場合、質権若しくは抵当権の処分（民法 376、361、398の 11）文は質

権若しくは抵当権付債権の譲渡があり、その旨の付記登記等がされているとき

は、付記登記に係る質権者又は抵当権者に対して通知する（基本通達 22⑫）。
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イ 交付要求書及び交付要求通知書の送達と通知

交付要求書は、相手方執行機関が配当すべき金銭を質権者又は抵当権者に

交付するときまでに、相手方執行機関に対し、国税徴収法第 22条による交付

要求書（様式32号）を送達して行う。

一方、滞納者に対し交付要求通知書（様式 30号）により通知するとともに、

質権又は抵当権上の利害関係人に対して、交付要求をした旨の通知をする。

（注） L 徴収通知書又は国税徴収法第 22条による交付要求書に記載する徴

収金額は、具体的な金額を定める必要はなく、’抽象的に国税徴収法

第 22条第 2項に掲げる金額である旨を記入すれば足りる。

2 交付要求についても、同順位公課聞においては、国税徴収法第 13

条の規定により先着手の交付要求が優先する。

2 対象財産が穣渡担保財産である場合

交付要求の対象となる財産が、国税徴収法第 24条第 1項に規定する譲渡担保財

産であるときの交付要求は次による。

( 1）交付要求のできる場合

交付要求の対象となる財産が譲渡担保財産（P4-18）であるときは、その強制

換価手続が設定者（滞納者）の財産又は担保権者の財産として行われた場合を問

わず、次の要件のすべてに該当する場合に交付要求をすることができる（国税徴

収法第24①③⑥、国税徴収法施行令 8③）。

ア 滞納者が譲渡した財産で、その譲渡により担保の目的となっているもの（譲

渡担保財産）であること。

イ 滞納者の財産について、滞納処分を執行しでもなお徴収すべき保険料等に不

足すると認められること。

ウ 交付要求をしようとする保険料等の納期限が、その譲渡担保財産の譲渡に係

る権利移転の登記等の前であること。

又は譲渡担保権者が納期限以前に譲渡担保財産となっている事実を、その

財産の売却決定の日の前日（譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換

価するものであるときは、その取立ての日の前日）までに証明しなかったこと。

エ 譲渡担保権者に対する告知書を発した日から指定期限を経過した日までに、

交付要求をしようとする保険料等が完納されていないこと。

（注） 1 譲渡担保財産とは、滞納者が所有する財産を債務者又は第三者に譲

渡し、その譲渡により自己又は第三者の債務の担保の目的となって
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いる財産をいう。

なお、動産、有価証券、債権、不動産、無体財産権等のほか、法

律上まだ、権利と認められていないものであっても譲渡できるもの

（手形を除く）はすべて譲渡担保の目的物とすることができる（基

本通達24①）。

2 滞納者について破産手続開始の決定があったとしても、譲渡担保財

産に係る譲渡担保権者の管理処分権が破産管財人によって喪失され

ている場合（破産法 184②、 185①②）を除き、破産法第 43条第 1

項の規定（破産手続開始決定後の破産財団に属する財産に対する滞

納処分の禁止）にかかわらず、譲渡担保財産に対する滞納処分を執

行することができる（基本通達24⑮）。

(2）交付要求の手続

ア 譲渡担保権者に対する告知

交付要求をしようとするときは、交付要求に先立ち、譲渡担保権者に対す

る告知書（様式 33号）に納付書を添えて送付するとともに、滞納者に対し譲

渡担保財産から滞納者の保険料等を徴収する旨を通知する（国税徴収法 24

③）。

（注） 譲渡担保財産から徴収することができる金額は、国税徴収法第 24条

l項及び第 6項の規定の要件に該当することにより、徴収することがで

きる滞納額の全額であって、滞納者の財産が徴収すべき保険料等に不足

すると認められる場合のその不足額に限られない（基本通達24④）。

イ 交付要求の送達

交付送達は、譲渡担保権者に対し告知書を発し、指定期限を経過したとき

に、相手方執行機関に対して、交付要求書（様式 30号）を送達して行う（国

税徴収法24③）。

一方、交付要求をしたときは本来の滞納者、譲渡担保権者及び質権者等に

その旨を通知する。

（注） 1 譲渡担保財産に対する交付要求は、譲渡担保設定者（滞納者）の保

険料等により差押えがされている譲渡担保権者の保険料等により交

付要求をすることもできる。

2 譲渡担保設定者の保険料等と譲渡担保権者の保険料等とが、競売す

る場合の差押え交付要求の調整については、国税徴収法施行令第 9

条の規定があることに留意する。
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第5 債権現在額申立書を提出すべき旨の催告を受けた場合

交付要求先の執行機関から、債権現在額申立書を提出すべき旨の催告を受けた

場合は、直ちに債権現在額申立書（様式 48号）を提出することとし、この申立

書に前記第 2、7(4）により確認した根質権又は根抵当権の被担保債権額、根質

権者又は根抵当権者の氏名及び住所その他必要な事項を付記する。

（注） 債権現在額申立書の様式は、根質権又は根担保権の被担保権額の表示欄

がないので、余白に付記するか又は別紙により表示する。

第6 交付要求の解除

1 受付要求解除の場合

交付要求は、次に掲げる場合は解除しなければならない（国税徴収法制①）。

（注） 交付要求先執行機関から差押え解除の通知があった場合は、交付要求の

解除をする必要がないが、交付要求調書にその旨を表示するとともに、交

付要求書の写をその綴りから除去する。

( 1）保険料等の全額が消滅した場合

交付要求をしている保険料等の全額が納付、・充当、取消しその他の理由により

消滅したときは解除する。

ただし、その保険料等の消滅が交付要求に係る財産が換価され、その換価代金

の配当を受けて充当したためである場合は、交付要求解除の手続をとる必要がな

（注） その他の理由とは、他の交付要求により交付を受けた金銭を交付要求に

係、る保険料等の全額に充てたこと、国税徴収法第 129条第 1項の規定によ

り配当された金銭をその保険料等を全額に充てたこと、その他免除、法律

の規定の変更等により交付要求に係る保険料等の全額が消滅したことをい

う（基本通達84①）。

( 2）徴収上支障がない場合

交付要求をした後に、新たに財産の差押えを行い又は新たに担保を徴したため、

交付要求を解除しでも保険料等の徴収上支障がないと認められるときは解除する。

( 3）参加差押えに切換えた場合

交付要求を参加差押えに切換えたときは解除する。
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2 交付要求解除の手続

( 1）交付要求先執行機関への通知

交付要求の解除は、交付要求解除通知書（様式 36号）により、その旨を交付

要求先の執行機関に通知することによって行う（国税徴収法84②）。

( 2）滞納者への通知

交付要求を解除したときは、滞納者に対し交付要求解除通知書により通知しな

ければならない（国税徴収法84③）。

( 3）質権者等への通知

交付要求を解除したときは、質権者等のうち、交付要求したときにその旨の通

知をした者に対し、交付要求解除通知書（様式 36号）により交付要求を解除し

た旨を通知しなければならない。

なお、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続文は破産手続であ

るときは、この通知を要しない（国税徴淑法84③、国税徴収法施行令 36④）。

第7 交付要求の解除の請求をうけた場合

1 解除の請求ができる者

強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があったと

きは交付要求解除の請求をすることができる（国税徴収法 85①、基本通達 85①）。

（注） 交付要求の解除の請求ができる者は、交付要求を受けた執行機関はもと

より、交付要求をした執行機関も後から交付要求をした執行機関に対し、

解除の請求をすることができる。

2 解除の請求ができる場合

交付要求の解除の請求は、次に掲げる要件を備えたときにすることができる

（国税徴収法85①、基本通達85②③④）。

ア 交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないと

き。

イ 滞納者が他に換価の容易な財産（取立てをする債権を除く）で第三者の権利

の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求

に係る保険料等の全額を徴収することができるとき。
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（注） 1 弁済を受けることができないときとは、交付要求がなければ弁済を受

けることができたにもかかわらず、交付要求がされたために、債権の全

部又は一部の弁済を受けることができなくなることをいう。

したがって交付要求の有無にかかわらず弁済を受けることができな

い場合は該当しない。

2 交付要求に係る保険料等以外に滞納保険料等がある場合、交付要求に

係る保険料等に充てるべき他の財産はあるが、その滞納保険料等に充て

るべき財産がなく、解除請求書に解除請求の理由としてあげられた他の

財産から交付要求に係る保険料等にあわせて、滞納保険料等を徴収する

ことができないときは、交付要求を解除する必要はない。

3 解除の請求の手続

交付要求解除の請求をしようとする者は、交付要求解除請求書（様式 37号）を

交付要求ができる期間の終期までに提出しなければならない（国税徴収法 85①、

国税徴収法施行令37、基本通達85⑤）。

4 解除の請求に対する処理

交付要求解除の請求を受けた場合は、すみやかにその請求の理由等について調

査をし、次により処理しなければならない（国税徴収法85②、基本通達85⑥）。

( 1）請求を相当と認める場合

調査の結果、前記1～2のいずれにも該当することが明らかになった場合は、

請求を相当と認め解除請求の対象となった交付要求を解除する。この場合、その

請求者に対して交付要求解除の通知をしなければならない。

なお、交付要求の解除は、滞納者の所有する他の財産の差押えと同時に行う。

（注） 請求が相当と認めるかどうかの調査は、交付要求を行う期間の終期まで

に、解除の請求があったものに限って行う。

なお、交付要求ができる期間の終期が経過した後に交付要求の解除の請

求があった場合においても、相当と認められるときは、交付要求の解除を

する（基本通達85⑥）。

(2）請求を相当と認めない場合

調査の結果、解除請求が相当と認められない場合は、解除の請求を拒否するこ

ととし、交付要求解除拒否通知書（様式 38号）によりその旨を誇求者に通知す

る（基本通達85⑦）。
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第8 交付要求を受けた場合

1 3定付要求書の受理

滞納処分による差押えを行った場合において、他の執行機関から交付要求の送

達を受けたときは、次により調査、整理等を行う。

( 1）交付要求の対象となっている差押財産の確認

交付要求書の送達を受けたときは、差押調書に記載された差押財産と交付要求

書に記載された交付要求対象財産を対査し、両者に相違がないかどうかを確認す

る。

なお、その財産について両者に相違があるときは次による。

ア財産の全部が符号しない場合

交付要求書に記載されている財産の全部が符号しないときは、その旨を欄

外余白に付記して、直ちに交付要求をした執行機関へ返戻する。

イ 財産の一部が符合しない場合

交付要求書に記載されている財産のうち、一部が符合しないときは、直ち

に交付要求をした執行機関に連絡し、補正を求める。この場合、交付要求書の

到達順位は保全する。

ウ 譲渡担保権者に対し差押えとして続行することとしている場合

交付要求を受けた財産が、国税徴収法第 24条第 4項により譲渡担保権者に

対する差押えとして、続汗することとしているときは、交付要求をした執行機

関に対して、譲渡担保財産である旨を通知する。

( 2）交付要求書の到達順位の記録

交付要求は同順位の場合は原則として先着手により優先するので、到達順位に

ついて到達年月日及び順位を交付要求書の欄外に受付印とは別に表示すること。

（注） 先取特権の順位については、先取特権の順位一覧（PB-3）参照。

2 穣渡担保権者に対する差押え左して続行するこtとした場合の処理

交付要求の基因となっている差押えを、国税徴収法第 24条第 4項の規定により

譲渡担保権者に対する差押えとして続行することとした場合は次により処理する。

( 1）交付要求している行政機関等に対する通知

交付要求書の送達を受けた後に、差し押えている財産が譲渡担保財産であるこ
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とが判明し、国税徴収法第 24条第 4項の規定により譲渡担保権者に対する差押

えとして続行することとした場合は、譲渡担保財産の通知並びに差押続行通知書

（様式 34号）により、交付要求をしている行政機関等に通知する。

( 2）交付要求続行通知書の送付を受けた場合

交付要求の行政機関等から、交付要求続行通知書（様式 35号）を受けた場合

は次により処理する。

ア 交付要求続行通知書の取扱

交付要求続行通知書は、以後交付要求書と同様に取り扱う。

なお、換価代金を配当する場合において配当順位は、先に受理している交

付要求書の受付年月日により判定するので、誤って交付要求続行通知書の受付

年月日により判定することのないようにするため、先に受理している交付要求

書の受付年月日を交付要求続行通知書に明示しておく。

イ 譲渡担保権者に対する交付要求

交付要求する財産の全部が譲渡担保財産であり、これについて譲渡担保権

者に対する交付要求として続行することとされたときは、交付要求書の欄外に

交付要求続行通知書を受理した旨及び交付要求に伴う処理は、交付要求続行通

知書により行う旨を適宜表示しておく。

また、交付要求する財産の一部が譲渡担保財産であり、これについて譲渡

担保権者に対する交付要求として続行することとされたときは、譲渡担保財産

については交付要求続行通知書により譲渡担保財産以外の財産については交付

要求書により、それぞれ交付要求に伴う処理をすることとし、交付要求書の欄

外にその旨を適宜表しておく。

3 交付要求がされている財産の差押えを解除する場合の処理

交付要求がされている財産の差押えを解除する場合は、交付要求先執行機関、

滞納者、質権者等に対する差押えの解除の通知、差押え登記等の抹消の登記等通

常の差押え解除の手続をとる。

4 受付要求解除通知書を受理した場合の処理

交付要求をした執行機関から、交付要求解除通知書（様式 36号）の送付を受け

たときは、これと交付要求書等とを対査確認した上、関係書類に交付要求が解除

された旨を記載しておくこと。
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第2節参加差押え

第1 参加差押えの意義

参加差押えとは、交付要求の一種であり、先行の差押えにより換価がされた場

合の配当を受ける効力や時効中断の効力は交付要求と同様である。

しかし、交付要求の場合、先行の差押えが解除されたときにその効力を失うこ

とになるのに対し、参加差押えは差押えが解除されるまでは交付要求と同じ効力

しかないが、差押えが解除されたときは、参加差押えをした時に遡って効力が生

ずることとなり、その後はその差押えに基づき参加差押財産の換価処分ができる

ので、通常の交付要求よりも有利な処分である（国税微収法 86～88、基本通達

86①）。

第2 参加差押えができる場合

1 参加差押えの要件

滞納者の財産について先行の滞納処分が行われたとき（他の債権者からの差押

通知書が交付又は送達されたとき）に、次のすべてに該当するときは、原則とし

て交付要求は行わず、参加差押えを行う（国税徴収法86①）。

( 1）滞納者の保険料等が差押えすることができる場合に該当すること。

( 2）すでに滞納処分による差押えがされていること。

( 3）差し押えている滞納者の財産が動産及び有価証券、不動産、船舶、航空機、

自動車、建設機械、小型船舶及び電話加入権であること。

（注） 1 滞納者の財産について、 「滞調法」の規定により滞納処分と強制執行

又は競売法による競売とがあわせて行われている場合は、滞納処分をし

ている行政機関等に対して参加差押えをするとともに、強制執行又は競

売法による競売を行っている執行機関に対して交付要求をする。

2 強制換価手続の対象となっている財産が山間へき地や遠隔地にあるた

め参加差押えをすると国税微収法施行令第 40条の規定による財産の引受

けが著しく困難であると認められるとき、強制換価手続をした執行機関

においてその対象となっている財産の換価が確実であると認められると

き、その他参加差押えをする実益が少ないと認められるときは参加差押

えをしないで交付要求をすることとしても差し支えない。

2 参加差押えに切り換える場合
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保険料等が差押えのできる要件を欠くため、参加差押えを行うことができず交

付要求を行ったものについて、その後その交付要求に係る保険料等について、参

加差押えをすることができることとなったときは、次の場合を除き、つとめて交

付要求を解除して参加差押えを行うロ

ア 交付要求先執行機関において、換価することが明らかである場合。

イ 保険料等による交付要求より後に公課による交付要求又は参加差押えがあり、

交付要求を解除することが著しく不利益となる場合。

ウ 国税微収法第四条第 1項本文の規定により交付要求を解除することが著しく

不利益となる場合。

3 参加差押えの制限

参加差押えの制限は、交付要求と同様となる。

即ち、参加差押えをするときにおいて、滞納者が他に換価の容易な財産で第三

者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、その財産により参加差押えを

しようとする保険料等の全額を徴収することができると認められるときは、参加

差押えをしない（国税徴収法88①、旬、基本通達88①、 83①）。

なお、参加差押えをした後、上記に該当する財産を有することが判明したとき

は、その財産を差し押え、参加差押えは解除する。

4 参加差押えを行う期間の終期

参加差押えは、先行の滞納処分による売却決定の日の前日（換価に付すべき財

産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立てのと

き）までに行うことができる。

（注） 参加差押えは、滞納処分による差押えがされている財産について二重又

は三重にすることができ、同順位公課聞では先着手の参加差押えに係る保

険料等が優先する。また、参加差押えの原因となる滞納処分による差押え

が解除されたときは、最も先に参加差押えをした行政機関等に対し、その

参加差押えに係る財産が引渡される（国税徴収法 13、87①）。

5 参加差押えを行う場合の調査

( 1）調査事項

参加差押えをしようとするときは、次の事項について調査を行う。

ただし、滞納者が所持する差押調書の謄本その他により参加差押えの対象財産

を特定できる場合は、参加差押えをした後に参加差押財産について質権者等の有
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無等、必要な事項の調査を行っても差し支えない。

ア 滞納処分による差押えが行われている滞納者の当該差押えの目的となったす

べての財産の名称、数量、性質及び所在。

イ 滞納処分による差押調書が二以上作成されている場合は、調書ごとの財産の

区別。

ワ 滞納処分による差押えに係る債権の現在金額及び換価の時期。

エ 質権者等の有無及び当該質権者等がある場合は、その権利の内容、質権者等

の住所・氏名。

オ他の行政機関等からの参加差押えの有無及び優先する参加差押えがある場合

は、その参加差押えに係る国税、地方税の額。

カ 参加差押えの対象となる財産が登記等のできる財産であるときは、さらに登

記簿等により滞納処分による差押えが行われている財産の名称、数量、性質及

び所在並びに質権者等の有無及び当該質権者等がある場合はその権利の内容、

質権者等の住所・氏名。

(2）調査方法

調査は、相手方行政機関等において、徴収職員証票を呈示して滞納処分に関す

る書類（滞納処分票及びその添付書類）を閲覧することによって行う。

( 3）調査結果

調査の結果、 l参加差押えの要件に該当する事実があることが判明したときであ

っても、参加差押えの対象となる財産の見積価額と参加差押えをしようとする保

険料等に優先する債権の金額又は優先する他の参加差押えに係る国税、地方税等

の金額を勘案して参加差押えをする実益がないことが明らかなときは、参加差押

えは行わない。

この場合は、その旨を滞納処分経過票に記載して事跡を明確にしておくこと。

6 参加差押えの相手

参加差押えをすることができる相手方行政機関等は、次に掲げるものである。

( 1）国税による滞納処分であるとき ) 

滞納処分による差押えが国税による滞納処分であるとき又は国税のために徴し
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た担保財産についての滞納処分の例による差押えであるときは、その差押えを行

った徴収職員の所属する税務署長等。

( 2）地方税若しくは公課による滞納処分等であるとき

滞納処分による差押えが地方税若しくは公課による滞納処分若しくは滞納処分

の例による処分であるときは、その処分を行った徴税吏員等の所属する行政機関

等の長。ただし、差押えに徴収の嘱託又は徴収の引継ぎがあったことが明らかで

あるときは、その嘱託又は引継ぎを受けた徴税吏員等の所属する行政機関等の長。

( 3）滞納処分と強制執行又は競売法による競売との二重差押えが行われているとき

滞調法の規定により、滞納処分と強制執行又は競売法による競売との二重差押

えが行われているときは、滞納処分による差押えが先か後かにかかわらず、滞納

処分による差押えをした行政機関等の長。

（注） 滞納処分以外の強制執行による差押え等をした執行機関に対しては、交

付要求を行うことに留意する。

7 参カ日差押えの手続

( 1）参加差押書の送達

参加差押えは、参加差押書（様式 39号）を滞納処分による差押えを行った行

政機関等に送達することによって行う（国税徴収法86①、基本通達86③④）。

この場合、参加差押えの対象財産が電話加入権であるときは参加差押書（様式

40号）を使用する。

（注） 1 参加差押書は、参加差押え先行政機関等における差押調書（様式 39

号）ごとに作成する。

2 参加差押書は正木及び写を作成することとし、正本を参加差押え先

の行政機関等へ送付する。

3 参加差押えは、参加差押え先行政機関等が行った差押えに係る滞納

者所有の財産全部を対象として行う。

4 交付要求をした後に参加差押えに切り換える場合は、交付要求を解

除した上で参加差押えをすることとし、交付要求解除通知書と参加差

押書を同時に参加差押え先行政機関等に送付する。

5 参加差押えは同一の財産について二重、三重に行うことができるが、

参加差押書を送達した後に新たに発生した滞納等により、同じ財産に

対して重ねて参加：差押えをするときは、その都度参加差押書を送達す

ることによって行う。

6 第二次納付義務者及び保証人の財産について参加差押えするときは、

参加差押書の滞納者欄に第二次納付義務者等の氏名及び住所を付記す
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る。

( 2）滞納者への通知

参加差押えをしたときは、滞納者に対して参加差押通知書（様式 39号）によ

り通知を行う（国税徴収法86②、国税徴収施行令 36②⑬、基本通達86④）。

参加差押えの対象財産が電話加入権であるときは、電話加入権用の参加差押

通知書（様式40号）を使用する。

( 3）第三債務者への通知

電話加入権について参加差押えをしたときは、第三債務者（NTT）に対し参

加差押通知書（様式40号）により通知する（国税徴収法86②、国税徴収令38、

基本通達86⑤）。

(4）登記の嘱託 ／ 

参加差押えをした財産が、不動産、船舶、航空機又は自動車、建設機械若しく

は小型船舶であるときは、当該参加差押えの登記等を関係機関（法務局等）に嘱

託する。

この場合において、不動産の登記嘱託書に、登記原因証明情報を添付し（不動

産登記法 61）、また、船舶、航空機又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の

登記嘱託書に、参加差押調書の謄本を添付しなければならない。

この参加差押えの登記等は、参加差押えの効力要件ではないが、国税徴収法第

87条（参加差押えの効力）の規定により差押えの効力が生じた場合における対

抗要件である（国税徴収法86③、基本通達86③）。

なお、登記等は次により行う。

ア 不動産、船舶、航空機又は建設機械若しくは小型船舶について、参加差押え

をしたときの登記

登記は、参加差押登記嘱託書（様式 41号）正、副2部を作成し、登記及び

その日付を証する書面として参加差押調書勝本に添付し、遅滞なく管轄する法

務局その他の関係機関に送達する。

（注） 1 同一登記所の管轄内に存する数値の土地又は建物について参加差押

えの登記を嘱託する場合は、同一の嘱託書をもって参加差押えの登

記を嘱託することができる（不動産登記法46）。

2 参加差押登記嘱託書を管轄登記所等に提出するときは、不動産登記

法 60条（共同申請の原則）の規定にかかわらず交付又は郵便による

ことができる。

イ 自動車について参加差押えをしたときの登録
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自動車については、登録嘱託書（様式 17号）を作成し、筆記の原因及びそ

の日付を証する書面として参加差押調書謄本を添付し、所轄する運輸支局（自

，動車検査登録事務所を含む。）に送付する。

（注） 1 自動車参加差押登録嘱託書は、自動車1両ごとに別葉に作成する。

2 同時に自動車2両以上について登録の嘱託をしようとするときは、

登録の原因及び目的が同一であるときに限り参加差押調書店番本は、

その 1通に添付し、他の嘱託書にその旨を「添付書類」欄に記載す

る。

( 5）質権者等への通知

参加差押えをしたときは、質権者等のうち、徴収職員がその参加差押えを行う

に際し、その氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対し、参加差押通知

書（様式 39号）により通知しなければならない（国税徴収法 86④、国税徴収法

施行令 36③、 38、基本通達86⑨）。

( 6）質権者等の有する債権金額の確認

質権者等に参加差押通知書を送達したときは、質権者等の労働保険料等に優先

する債権の額を調査確認し、参加差押財産調査表に記載しておかなければならな

ただし、根質権又は根抵当権の被担保債権額の確認は、参加差押え先の行政機

関等から公売通知を受けたときに行うこととして差し支えない。なお、この確認、

額は公売を執行する行政機関等に債権現在額申立書を提出する際、当該申立書に

付記しなければならない。

( 7）参加差押えに伴う書類の整理

ア参加差押調書

参加差押えをするときは、参加差押調書と参加差押書（様式 39号）を複写

により作成する。参加差押えの対象財産が電話加入権であるときは、電話加入

権用の参加差押調書（様式40号）を使用する。

なお、参加差押えの塗記等を嘱託するため、参加差押調書勝本を必要とす

るときは参加差押調書を作成するときにこれとあわせて複写により作成する。

イ 参加差押財産調査表

参加差押えをしたときは、その都度直ちに参加差押財産調査表（様式 42号）

等を作成の上、所定欄を整理の上、参加差押調書の次に綴り込むこと。
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( 8）参加差押財産の種類別一覧

既差押財産
通知の相手方

第三債務者 質権者等 参加差押えの

の種類 への通知 への通知 登記（登録）

動産
不要 不要

有価証券 1.質権、抵当権、先

不動産 取特権、留置権、

船舶 貸借権等の権利を

航空機 滞納者
有する者

不要 2.仮登記権利者 要
自動車

建設機械 3.保全執行裁判所、

小型船舶 執行官、強制官理

人

電話加入権 要 不要

第3 参加差押えの効力

1 参加差押えの効力

参加差押えは、次に掲げる効力を有する（国税徴収法87①、基本通達87①）。

( 1）交付要求の効力

参加差押えは、特定の場合に行う交付要求の一種であるから、滞納処分による

差押えが解除されるまでは、参加差押えを受けた行政機関等に対し交付要求の効

力を有する。

( 2）差押えに移行する効力

参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、参加差押財産について、差押

えの効力を生ずる。

( 3）その他の効力

ア財産の引渡しを受ける効力

参加差押財産が動産、有価証券文は自動車、建設機械若しくは小型船舶で

ある場合において、その参加差押えを受けた差押えが解除されたときは、その
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差押えを解除した行政機関等から、その財産の引渡しを受けることができる。

イ 参加差押えとしての継続の効力

参加差押えが二以上ある場合において、滞納処分による差押えが解除され

たときは、最も先にした参加差押え以外の参加差押えは差押えの効力が生じた

参加差押え（最も先にした参加差押え）をした行政機関等に対し、参加差押え

をしたときに遡って参加差押えをしたものとみなされる。

ウ 参加差押え先着手による優先の効力

参加差押書が相手方行政機関等に送達されたときは、同順位公課において、

換価代金については先着手の参加差押えが優先し、参加差押えの順序に従い配

当される（国税徴収法 13）。

エ抵当権等の優先額制限の効力

参加差押えをしたときは、保険料等に優先する質権又は抵当権により担保

される債権の元本金額は、その質権者又は抵当権者がその保険料等に係る参加

差押通知書を受けたときにおける債権額が限度とされる（国税徴収法 18①）。

オ時効中断の効力

参加差押書が相手方執行行政機関等に送達されたときは、時効が中断しそ

の参加差押えがされている期間、中断事由が継続する（国税通則法 73①五）。

（注） 1 時効の中断及び中断事由の継続は、滞納者に対し参加差押通知書が

交付されていることを要件とし、この通知がされていない期間につ

いては、時効中断の継続期間から除外される（国税通則法73①）。

2 時効中断の効力は、その基礎となった滞納処分による差押えが取り

消された場合でも失われない（国税通則法73②）。

2 差押えの効力が生ずる参加差押え

参加差押えを受けた差押えが解除されたときにおいて、差押えの効力を生ずる

参加差押えは次のとおりである（国税徴収法87①、基本通達87②）。

ア 参加差押えが一つである場合は、その参加差押え。

イ 参加差押えが二以上ある場合は、最も先にされた参加差押え（登記がされた

ものについては、最も先に登記等をした参加差押え）。

（注） 最も先にした参加差押えであっても、参加差押えを受けた差押えが解除

されるときまでにこれを解除したときの参加差押えは、差押えの効力は生

じない。また、差押えの効力を生ずる参加差押え以外の参加差押えは、差
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押えの効力を生じない。

また、差押えの解除後、その抹消登記前にした参加差押えは、効力を生

じない。

3 差押えの効力が生ずる時期

参加差押えの効力が生ずる時期は、財産の区分に応じ、次のそれぞれに掲げる i

ときである（国税徴収法87①、基本通達87③）。

ア 参加差押財産が動産及び有価証券である場合は、参加差押書が参加差押えを

受けた差押えに係る行政機関等に交付されたとき。

イ 参加差押財産が、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船

舶である場合は、その参加差押通知書が滞納者に送達されたとき。ただし、参

加差押えの登記等が参加差押通知書の滞納者への送達前にされた場合は、その

登記がされたとき。

ウ 参加差押財産が鉱業権又は特定鉱業権である場合は、参加差押えの登記がさ

れたとき。

エ 参加差押財産が、電話加入権である場合は、その参加差押通知書が第三債権

者であるNTTに送達されたとき。

第4 特殊な場合の参加差押え

1 対象財産が譲渡担保射産である場合

参加差押えの対象となる財産が、国税徴収法第 24条第 l項に規定する譲渡担保

財産であるときの参加差押えは次による。

( 1）参加差押えのできる要件

参加差押えの対象となる財産が譲渡担保財産であるときは、滞納処分による差

押えが設定者（滞納者）の財産又は担保権者の財産として行われた場合を問わず、

次の要件のすべてに該当する場合に参加差押えをすることができる（国税徴淑法

240::③⑥、国税徴収法執府令B③）。

ア 滞納者が譲渡した財産で、その譲渡により担保の目的となっているものであ

ること。
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イ 滞納者の財産について、滞納処分を執行しでもなお徴収すべき保険料等に不

足すると認められること。

ウ 参加差押えをしようとする保険料等の納期限が、その譲渡担保財産の譲渡に

係る権利の移転の登記時等より前にあること。

又は譲渡担保権者が納期限以前に譲渡担保財産となっている事実を、その

財産の売却決定の日の前日（譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換

価するものであるときは、その取立ての日の前日）までに証明しなかったこと。

エ 譲渡担保権者に対する告知書を発した日から指定期限を経過した日までに参

加差押えをしようとする保険料等が完納されていないこと。

( 2）参加差押えの手続

ア 譲渡担保権者に対する通知

参加差押えをしようとするときは、参加差押えに先立ち譲渡担保権者に対

し、譲渡担保権者に対する告知書（様式 43号）に納付書を添えて送付すると

ともに、滞納者に対し譲渡担保財産から滞納者の保険料等を徴収する旨を通知

する（国税徴収法24②、国税徴収法施行令8①）。

この場合、譲渡担保財産から徴収することができる金額は、国税徴収法第

24条第 l項及び第 6項の規定により徴収することができる保険料等の金額で

あって、滞納者の財産が徴収すべき保険料等に不足すると認められる場合のそ

の不足額に限らない（基本通達24④）。

イ 参加差押書の送達

参加差押えは、譲渡担保権者に対し告知書を発した日から指定期限を経過

したときに相手方行政機関等に対し参加差押書（様式 39号）を送達して行う

（国税微収法24③）。

ワ 滞納者、譲渡担保権者等への通知

参加差押えをしたときは、本来の滞納者、譲渡滞納者及び質権者等にその

旨を通知する。

（注） 1 譲渡担保財産に対する参加差押えは、譲渡担保設定者（滞納者）の

保険料等により差押えがされている譲渡担保財産について、譲渡担

保権者の保険料等により参加差押えをすることもできるが、この場

合の参加差押えは、参加差押書（様式39号）によって行う。

2 譲渡担保設定者の保険料等と譲渡担保権者の保険料等とが競合する
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場合の差押え、参加差押えの調整については、国税徴収法施行令第 9

条の規定がある。

2 2量流担保権者に対する差押えとして続行することとなった場合の参加差押えの

鐙宜
動産等で登記等がされていない財産であるため、差押え時に譲渡担保財産であ

ることが判らず、譲渡担保財産を滞納者の財産として差し押えたときは、この差

押えが前記 1の（1）の要件を満たす場合に限って譲渡担保権者に対する譲渡担保財

産についての差押えとして、滞納処分を続行することができる（国税徴収法 24

④）。

また、通常の参加差押えをした後、参加差押え先の行政機関等から参加差押え

の基因となっている差押えが譲渡担保権者に対する差押えとして続行する旨の通

知を受けた場合は、次により取り扱う。

（注） 相手方の差押え譲渡担保権者に対する差押えとして続行することができ

ず、参加差押えが続行できる要件を満たすときは、差押えが取り消された

参加差押えが差押えの効力を有することとなるので、譲渡担保権者に対す

る差押えとして続行する手続をとらなければならない。

( 1）参加差押えを続行できる要件

参加差押えを譲渡担保財産についての参加差押えとして続行することができる

場合は、前記 lの（1）の要件を満たすときである（国税徴収法24④、基本通達24

⑮）。

( 2）参加差押え続行の手続

ア 参加差押えをしている保険料等について、参加差押え続行の可否を調査した

結果、その全部又はー部を譲渡担保財産から徴収することができるときは、当

該参加差抑えを譲渡担保財産についての参加差押えとして続行するものとし、

直ちに譲渡担保権者に対し譲渡担保者に対する告知書に納付書を添えて送付す

るとともに、滞納者に対し譲渡担保財産から滞納者の保険料等を徴収する旨を

通知する（国税徴収法24④、基本通達24⑫）。

イ 参加差押の続行は、譲渡担保権者に対し告知書を発するときに、参加差押先

の行政機関等に対し参加差押続行通知書（様式 44号）を送達して行う（国税

徴収法24④）。

ワ 参加差押えを続行したときは、本来の滞納者、譲渡担保権者及び質権者等に

その旨を通知する。
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( 3）参加差押え解除の手続

参加差押えをしている保険料等の全部又は一部が譲渡担保財産から徴収するこ

とができないものであるときは、その分の参加差押えを解除し、参加差押え先行

政機関等、滞納者、第三債務者及び質権者等に差押解除通知書を通知するととも

に、参加差押えの登記等の抹消登記等を関係機関に嘱託する（国税徴収法 88

②）。

第5 参加差押え解除の請求及び請求を受けた場合

1 参加差押え解除の請求ができる者

滞納処分による換価手続により配当を受けることができる債権者は参加差押え

があったときは、参加差押え解除の請求することができる（国税徴収法 88①、基

本通達88④）。

したがって、参加差押えを受けた行政機関等はもとより、参加差押えをした行

政機関等も後から参加差押えをした行政機関等に対し、解除の請求をすることが

できる。

2 参加差押え解除輔zたのできる要件

参加差押えの解除の請求は、次に掲げる要件をすべて備えたときにすることが

できる（国税徴収法88①、 85①、基本通達88④）。

ア 参加差押えにより、自己の債権の全部又は、一部の弁済を受けることができ

ないこと。

（注） 弁済を受けることができないとは、参加差押えがなければ弁済を受ける

ことができたにもかかわらず、参加差押えがされたために債権の全部又は

一部の弁済を受けることができなくなったことをいう。したがって、参加

差押えの有無にかかわらず弁済を受けることができない場合は該当しない。

イ 滞納者が他に換価の容易な財産（取立てをする債権を除く）で第三者の権利

の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその参加差押

えに係る保険料等の全額を徴収することができること。

（注） 参加差押えに係る保険料等以外に滞納保険料等がある場合において、参

加差押えに係る保険料等に充てるべき他の財産はあるが、その滞納保険料

等に充てるべき財産がなく、解除請求書に解除請求の理由としてあげられ

た他の財産から参加差押えに係る保険料等にあわせて滞納保険料等を徴収
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することができないときは、参加差押えを解除する必要はない。

3 参加差押え解除請求の手続

参加差押え解除の請求をしようとする者は、参加差押解除請求書（様式 45号）

を提出しなければならない（国税徴収法88①、基本通達88④）。

4 参加差押えの解除請求に対する処理

参加差押えの解除請求を受けた場合は、すみやかにその請求の理由等について

調査し、次により処理しなければならない。

( 1）請求を相当と認める場合

調査の結果、前記 l～3のいずれにも該当することが明らかとなった場合は、

請求を相当と認め解除の対象となった参加差押えを解除する。この場合、その請

求者に対しても参加差押え解除の通知をする。

なお、参加差押えの解除は、滞納者の所有する他の財産の差押えと同時に行い、

確実に滞納保険料等を徴収することができるよう措置する。

( 2）請求を相当と認めない場合

調査の結果解除請求が相当と認められない場合は、解除請求を拒否することと

し、参加差押解除拒否通知書（様式46号）によりその旨を請求者に通知する。

第6 換価の催告等

1 参加差押えをした財産の換価の催告

参加差押えをした後、参加差押財産が相当の期間内に換価に付されないときは、

参加差押財産換価催告書（様式 47号）により参加差押え先行政機関等に対して換

価の催告をすることができる。

ただし、納付の猶予又は換価の猶予をしている場合、その他法令の規定又はこ

れに基づく処分により換価手続をすることができない場合は、換価の催告をする

ことができない（国税徴収法87③、基本通達87⑬）。

（注） 1 相当の期間とは、おおむね 3ヶ月程度であるが、行政機関等の事務の

繁閥、財産価格の見積りの難易等を考慮して決定する。

2 換価催告の効果は、滞納処分による差押えをした行政機関等に対し直

ちに換価処分を行うよう注意を促すにとどまり、それ以上の効果はない。

2 債権現在額申立書を提出すべき旨の催舎を受けた場合
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参加差押え先行政機関等から債権現在額申立書を提出すべき旨の催告を受けた

場合は、直ちに債権現在額申立書（様式 48号）を提出する。この申立書に前記第

2の 7(6）により確認した質権者等の被担保債権額、質権者等の氏名及び住所その

他必要な事項を付記する。

第7 参加差押えの基因となっている差押えが解除された場合

参加差押えの基因となっている差押えが解除された場合は、次により処理する。

なお、参加差押えの基因となっている差押えの解除通知書は、差押えに移行す

べき参加差押えをしている行政機関等の名称その他の記載があるので、参加差押

えが差押えに移行したかどうかは、これにより判断できるのでこのための調査は

要しない。

1 参加差押えが差押えに移行する場合

( 1）関係書類の引受

参加差押えが差押えに移行した場合は、参加差押え先行政機関等から差押解除

通知書とともに差押えに移行しなかった参加差押書等関係書類が参加差押関係書

類引波書に添付されて送付されてくるので、関係書類と対査確認し引渡書の副本

に受領年月日を記載し、署名押印の上、これをすみやかにその行政機関等に返送

十る（国税徴収法施行令 41①）。

( 2）参加差押財産の引受

参加差押財産が動産、有価証券又は差押えを解除する行政機関等の職員が占有

していた自動車、建設機械で当該行政機関等から参加差押財産引渡し通知書の送

付を受けたときは、すみやかに当該財産の引渡しを受ける（国税徴収法施行令

40①）。

（注） 参加差押財産引渡通知書の送付を受けた日の翌日以後の動産等の保管に

要する費用は、その引渡しを受けた部局の負担とし、滞納処分費として徴

収することができる（基本通達87⑬）

ア 動産等の引渡しを受ける日時、場所

参加差押財産引渡通知書に指定された日時、場所による。

イ 参加差押先の行政機関等の職員から直接動産等の引渡しを受ける場合

行政機関等の職員に送付を受けた参加差押財産通知書（様式 53号）を呈示

して、動産等の引渡しを受け参加差押財産引受調書（様式 49号）及び参加差
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押財産引受通知書（様式 49号）を作成し、財産引渡しをした行政機関等に対

し参加差押財産引受通知書により動産等の引渡しを受けた旨を通知する（国税

徴収法施行令40①④）。

この場合参加差押引受調書の謄本を滞納者に交付する。

なお、差押えの解除を行う労働局長と差押の効力を生ずべき参加差押えを

している労働局長とが同一である場合は、参加差押財産引受通知書の作成を省

略して差し支えない。

（注） 参加差押えが差押えに移行した場合は、参加差押えをした旨の通知を

している滞納者及び質権者等に対してあらためて差押えの通知をする必

要はない。

ウ 保管者から直接動産等の引渡しを受ける場合

参加差押え先行政機関等の職員以外の者が動産等を保管しており、その保

管者から直接動産等の引渡しを受ける場合は、参加差押財産引渡通知書（様式

53号）に添えて送付された動産等の保管者あての差押引渡依頼書（様式 50号）

をその保管者に交付して動産等の引渡しを受け、参加差押財産引受調書（様式

49号）及び参加差押財産引受通知書を作成し財産引渡しをした行政機関等に

対し参加差押財産引受通知書を送付する（国税徴収法施行令40①④）。

（注） 1 この場合、参加差押財産の引受けにあたっては、立会人をおくこと

とし参加差押財産引受調書の勝本を作成の上、これをその立会人、

滞納者及び当該動産等を保管していた者に交付する。

2 参加差押財産の引受けにあたっての立会人は、国税徴収法第 144条

の規定による捜索の立会人ではなく、物の引受け引渡しの際に立会

人をおくことが望ましいことによりおくものである。

3 参加差押えをしている動産等の引渡しを受ける場合は、国税徴収法

第 58条第 2項又は第 71条第 3項に規定する引渡命令の手続は必要

ではない。

4 差押えの解除を行う労働局長と差押えの効力を生ずべき参加差押え

をしている労働局長とが同一である場合にも同様の手続をする。

エ保管者から動産等の引渡しを受ける場合の保管者宅の捜索

前記③により保管者から動産等の引渡しを受ける場合において、保管者宅

を捜索したときは参加差押財産引受調書にかえて捜索調書（様式2号）を作成

することとし、その勝本を立会人、滞納者及び保管者に交付する。この場合、

財産の引渡しをした行政機関等に対する参加差押財産引受通知書は捜索調書の

謄本を参加差押財産引受通知書と訂正し、これに参加差押財産引受通知書に記

載すべき事項を付記して使用することとして差し支えない。
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オ滞納者又はその財産を占有する第三者への保管

前記②又は③により引渡しを受けた動産等について、必要があると認める

ときはこれを滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。

第三者に保管させる場合は、その運搬が困難である場合を除きその者の同意を

受けなければならない（国税徴収法施行令 40②）。

また、このように動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合は、封印、

公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しな

ければならない（国税徴収法施行令40③）。

引渡しを受けた動産等を滞納者又は第三者に保管させるかどうかの判断、

滞納者又は第三者に保管させた場合の封印、公示書その他の方法による差押財

産であることを明白に表示する方法、保管の命令等については動産等の差押え

をした場合の処理と同様に措置する。

この場合、差押えの解除をする労働局長と動産等の引渡しを受ける労働局

長とが同一である場合においても、封印、公示書等による表示及び保管命令は

あらためて行う。

カ 財産の一部又は全部が存在しないため引き受けることができない場合

動産等の引渡しを受ける場合において、参加差押財産引渡通知書に記載さ

れた財産の一部又は全部が存在しない等のため、引き受けることができないと

きは、次により処理する。

（ア）その財産が滅失している等で差押財産として追求する実益がないときは、

滅失している財産については参加差押えを解除する。

この場合、保管者に対し保管責任を追及することができるときは、これを

追求する。

（イ）参加差押えをした後に、その財産が譲渡された第三者が所有している場合

は、その第三者に差押財産である旨を告げ、その財産を引き受ける。

( 3）参加差押えが差押えに移行した場合の調査及び処理

参加差押えが差押えに移行した場合は、参加差押財産の引渡しの有無にかかわ

らず直ちに次に掲げる調査及び処理を行う。

ア 参加差押え先行政機関等から動産及び有価証券以外の財産の差押え解除の通

知を受けた場合

参加差押調書を点検し、登記等がされているかどうかを確認する。なお、

差押えに移行しでも、参加差押えの登記等を差押えの登記等に変更する必要は

ない。

イ 参加差押えが差押えに移行し超過差押えとなる場合
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参加差押えが差押えに移行した場合は、超過差押えとならないかどうかを

調査し、超過差押えとなる場合はその部分の差押えを解除する（国税徴収法

48）。

ワ 仮登記があったことが判明した場合

参加差押え財産に国税徴収法第 23条第 l項に規定する保険料等に劣後する

担保の目的でされている仮登記があったかどうかを調査し、担保の目的でされ

ている仮登記があったことが判明した場合は、直ちに仮登記の権利者に対して

担保の目的でされた仮登記（録）財産差押通知書（様式 51号）により通知を

する。

（注） 1 国税徴収法第 23条第 2項の規定による通知は、参加差押えが差押

えに移行した後に行うことに留意する。

2 仮登記（録）財産差押通知書の差押年月日欄は、参加差押調書の日

付を記載する。

3 仮登記（録）財産差押通知は参加差押えが差押えに移行した後に行

つ。
4 仮登記担保契約とは、金銭債務を担保するためその不履行があると

きは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転

等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物

弁済契約その他の制約で、その契約による権利について仮登記ので

きるものをいう（仮登記担保法 1）。

5 担保のための仮筆記とは、仮登記担保契約で土地又は建物の所有権

又はその所有権以外の権利（先取特権、質権、抵当権及び企業担保

権を除く）の取得を目的とするものに基づく仮登記をいう（仮登記

担保法 l、20）。

エ損害保険等に付されていることが判明した場合

差押えに移行した参加差押えをしている財産が損害保険又は共済の目的と

なっているかどうかを調査し、損害保険等に付されていることが判明したとき

は、直ちに差押えをした旨を保険者又は共済事業者に差押通知書により通知す

る（国税徴収法53①、基本通達53⑨）

（注） 1 保険者又は共済事業者に対し差し押える旨を通知しない限り、その

差押えをもってこれらの者に対抗することができない。

この場合の調査及び保険者等への通知は、差押えをした場合と同

様に処理する。

2 差押通知書の差押年月日欄は、参加差押調書の日付を記載する。

3 保険者等への差押通知は、参加差押えが差押えに移行した後に行う。
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2 参加差押えが差押えに移行しない場合

参加差押えの基因となっている差押えが解除されたときは、その差押えに対し

てされていた参加差押えのうち、差押えに移行しない参加差押えの参加差押書は、

差押えに移行した参加差押えをしている行政機関等に引渡される。

この場合は、差押解除通知書に参加差押書を引渡した旨付記しであるので、

「参加差押書の引渡しが行われたJ旨の記載を確認の上、次の処理をする。

( 1）参加差押調書の余白に参加差押え先行政機関等の変更年月日、新たな行政

機関等名を記載する。

(2）参加差押書の写の欄外に、参加差押え先行政機関等の変更年月日、新たな

行政機関等名を記載する。

第8 参加差押えの解除

1 参加差押えを解除する場合

参加差押えの解除は、交付要求と同様である。

参加差押えは、次に掲げる場合に解除しなければならない（国税徴収法 88①、

84①、基本通達郎②）。

( 1 ）参加差押えをしている保険料等の全額を納付、充当、取消しその他の理由

により消滅したとき。

（注） その他の理由とは、他の交付要求、参加差押えにより交付を受けた金

銭を参加差押えに係る保険料等の全額について充てたこと。

国税徴収法第 129条第 l項の規定により、配当された金銭をその保

険料等の全額に充てたこと、その他免除、法律の変更等により参加差押

えに係る保険料等の全額が消滅したことをいう。

( 2）参加差押え解除の請求があった場合で、その請求を相当と認めたとき。

( 3）参加差押えをした後に、新たに財産の差押えを行い又は新たに担保を徴し

たため、参加差押えを解除しても滞納保険料等の徴収上支障がないと認められ

るとき。

2 参加差押えの解除手続

( 1）参加差押え先執行機関への通知

参加差押えの解除は、参加差押解除通知書（様式 52号）により、参加差押え

先行政機関等に通知することによって行う（国税徴収法 88①、 84②、基本通達

88②）。
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( 2）滞納者への通知

参加差押えを解除した場合は、その旨を滞納者に参加差押解除通知書（様式

52号）により通知しなければならない（国税徴収法 84③、 88①、基本通達 84③、

88②）。

( 3）抹消登記

参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消

を関係機関に嘱託しなければならない。この関係機関は、参加差押えの登記を嘱

託した関係機関と同様である（国税徴収法88②、基本通達88③）。

なお、登記等は次により行うこと。

ア 不動産、船舶、航空機、建設機械若しくは小型船舶について、参加差押えを

解除した時 ペ

参加差押登記抹消登記嘱託書（様式 29号）を作成し、参加差押解除通知書

勝本を添付して、財産を管轄する法務局その他の関係機関に送付する。

（注） 同一登記所の管轄に属する数個の土地又は建物について、参加差押え

解除の登記を嘱託する場合は、同一の嘱託書をもって参加差押え解除の

登記を嘱託することができる（不動産登記法46）。

イ 自動車についての参加差押えを解除した時

自動車参加差押登録抹消登録嘱託書を作成し、参加差押解除通知書店誉本を

添付して所轄運輸支局（自動車検査登録事務所を含む。）に送付する。

（注） 自動車参加差押登録抹消登録嘱託書は、自動車l両ごとに別紙に作成

する。ただし、同時に自動車2両以上について登録の嘱託をしようとす

るときは、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、参加差押解除

通知書謄本は、そのうちの 1通に添付し他の嘱託書にその旨を添付書類

欄に記載する。

(4）質権者等への通知

参加差押えを解除した時は、質権者等のうち、参加差押えをしたときに通知を

した質権者等に対し、参加差押解除通知書（様式 52号）により参加差押えを解

除した旨を通知しなければならない（国税徴収法88①、基本通達88④）。

なお、参加差押えの解除の請求に基づいて参加差押えを解除したときは、この

参加差押解除通知書を使用し、該当請求者にもその旨を通知する。

（注） 電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨をN TTに通知しな

ければならない（国税徴収法 88③、基本通達88②）。
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第9 参加差押えを受けた場合

1 参加差押書の受理

滞納処分による差押えを行った場合、他の行政機関等から参加差押書の送達を

受けたときは、次により調査、整理等を行う。

( 1）参加差押えの対象となっている差押財産の確認

参加差押書の送達を受けた時は、差押調書に記載された差押え財産と参加差押

書に記載された参加差押え対象財産を対査し、両者に相違のないことを確認する。

（注） 参加差押財産について両者間で相違があるときは次による。

1 参加差押書に記載されている財産の全部が符合しないときは、その旨

を欄外余白に付記して直ちに参加差押えをした行政機関等へ返戻する。

2 参加差押書に記載されている財産のうち、一部が符合しないときは直

ちに参加差押えをした行政機関等に連絡し、補正を求める。

この場合、参加差押書の到達順位は保全する。

3 参加差押えを受けた財産が、国税徴収法第 24条第 4項により、譲渡担

保権者に対する差押えとして続行することとしているときは、参加差押

えをした行政機関等に対し譲渡担保財産である旨、通知する。

( 2）参加差押書の到達順位の記録

参加差押書の到達順位は、受付印の日付により判定することとし、同日付のも

のがあるときは文書受付簿への登載慎序の確認により行う。

（注） 参加差押えは先着手により優先するので、到達順位については特に留意

する。

( 3）売却決定日以後の参加差押え

売却決定日以後の参加差押書の送達を受けた場合は次による。

ア 参加差押書の到達が換価財産の買受代金を受領するまであるとき

参加差押書を受理し、その参加差押書及び差押財産調査表に参加差押書提

出期限後の参加差押えであることを付記して、その旨を参加差押えをした行政

機関等に連絡する。

（注） 参加差押えができるのは、売却決定日の前日（換価に付すべき財産が

金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立て

のとき）までである（国税徴収法 13、87①）。

なお、参加差押えが売却決定日以後にされた場合においては、その

参加差押えをした行政機関等はその売却決定が取り消され、再公売をす
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る場合にだけ配当を受けることができるものである。

イ 参加差押書の到達が換価財産の買受代金を受領した後であるとき

参加差押書にその旨を付記して、これを参加差押えとした行政機関等に返

送する。

(4）その他参加差押書の受理にあたっての留意事項

ア 差押えをしている保険料等が消滅した後に差押えに対する参加差押書の送達

を受けたときは、差押え解除の手続をする前であっても、差押え保険料等が消

滅後であることを付記して、直ちに参加差押えをした行政機関等に返送する。

イ 交付要求をしている行政機関等から、同ーの滞納金等に基づいて同ーの財産

に対して重ねて参加差押えをしてきたときは、その旨を参加差押えをした行政

機関等に連絡する。

2 譲渡担保権者に対する差押え;J::して続行することとした場合

参加差押えの基因となっている差押えを国税徴収法第 24条第 4項の規定により、

譲渡担保権者に対する差押えとしてv 続行することとした場合は次により処理す

る。

( 1）参加差押えをしている行政機関等に対する通知

参加差押書の送達を受けた後に、差し押えている財産が譲渡担保財産であるこ

とが判明し、国税徴収法第 24条第 4項の規定により譲渡担保権者に対する差押

えとして続行することとした場合は、譲渡担保財産の通知並びに差押続行通知書

により参加差押えをしている行政機関等に通知する。

( 2）参加差押続行通知書の送付を受けた場合

参加差押え先の行政機関等から参加差押続行通知書の送付を受けた場合は、次

により処理する。

ア 参加差押続行通知書は、参加差押書と同様に取り扱う。

イ 参加差押え財産の全部が譲渡担保財産であり、これについて譲渡担保権者に

対する参加差押えとして続行することとされたときは、参加差押書の欄外に参

加差押続行通知書を受理した旨及び参加差押えに伴う処理は参加差押続行通知

書により行う旨を表示しておく。

（注） 1 換価代金を配当する場合における配当順位は、先に受理している参
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加差押書の受理年月日により判定するので、誤って参加差押続行通

知書の受付年月日により判定することないようにするため、先に受

理している参加差押書の受付年月日を参加差押続行通知書に明示し

ておく。

2 参加差押え財産の一部が譲渡担保財産であり、これについて譲渡担

保権者に対する参加差押えとして続行することとされたときは、譲

渡担保財産については参加差押続行通知書により譲渡担保財産以外

の財産について参加差押書により、それぞれ参加差押えに伴う処理

をし、参加差押書の欄外にその旨を表示しておく。

この場合、参加差押書に記載しである財産について譲渡担保財産

と譲渡担保財産以外の財産とを明確に区別できるよう処理する。

3 参加差押えの対象財産について換価の催告を受けた場合

参加差押えをした行政機関等から、参加差押えの対象となっている差押え財産

について換価の催告を受けたときは、すみやかに処分状況を調査し直ちに換価処

分を行わない理由又は換価見込み時期等を回答すること。

（注） 滞納者が納付の猶予又は換価の猶予に該当する場合等、差押え財産を換

価することができない場合を除き、できる限りすみやかに換価するよう努

める。

4 参加差押えがされている財産の差押えを解除する場合

参加差押えがされている財産の差押えを解除する場合は、参加差押えをした行

政機関、滞納者、質権者等に対して差押え解除の通知、差押えの登記の抹消等通

常の差押え解除の手続をとるほか次による。

( 1）差押え解除により差押えに移行することとなる参加差押えの確認

差押えを解除する財産に対する参加差押えが一つだけである場合は、その参加

差押えが差押えに移行する参加差押えとなるが、二以上の参加差押えがある場合

は、次に掲げるところにより差押えに移行する参加差押えを確認する。

ア 動産又は有価証券である場合

差押えを解除する財産が、動産又は有価証券である場合は、最も先に参加

差押書の到達しているものが差押えに移行する参加差押えとなるので、参加差

押書の到達慎位を確認する。

イ 動産及び有価証券以外の財産である場合

差押えを解除する財産が、動産及び有価証券以外の財産である場合は、参

加差押書の到達順位によらず参加差押えの登記等が最も先にされている参加差
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押えが差押えに移行するので登記簿等により参加差押えの登記等の順位を確認

する。

( 2）差押交を解除する動産等の引渡し

差押えを解除する財産が、動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型

船舶であるときは、次に掲げるところによりその動産等を参加差押えの行政機関

等に引渡す（国税徴収法87②、基本通達87④）。

なお、動産等の引渡しは差押えを解除する前に行い、その動産等の引渡しを受

けた旨の参加差押財産引受通知書（様式 49号）を受領後に差押え解除の手続を

とる（基本通達87⑤）。

ア 差押え財産を徴収職員が直接保管している場合

徴収職員が直接保管している差押え財産を差押えに移行した参加差押えを

している行政機関等に引渡すべきときは、当該行政機関等に対し参加差押財産

引渡通知書（様式53号）により通知する。

引渡しをする場所は原則としてその引渡しをすべき財産が現に存する場所

とする。

なお、行政機関等に引渡したときは、参加差押財産引受通知書を受領する

（国税徴収法施行令 39①、基本通達87⑤）。

イ 差押え財産を徴収職員以外の者が保管している場合

滞納者又は第三者が保管している差押え財産を差押えに移行した参加差押

えをしている行政機関等に引渡すべきときは、原則として差押え財産の保管者

から直接引渡しをさせることとし、当該行政機関に対し参加差押財産引渡通知

書により通知する（国税徴収法施行令 39②、基本通達87⑤）。

なお、当該行政機関等に対し参加差押財産引渡通知書を送付するときは、

保管者あての差押財産引渡依頼書を添付する。

( 3）参加差押え関係書類の引渡し

差押えを解除する場合において、差押財産についてニ以上の参加差押えを受け

ているときは、差押えに移行した参加差押えをしている行政機関等に対し、次に

より参加差押え関係書類の引渡しをする（国税徴収法施行令 41①、基本通達 87

⑥）。

なお、この関係書類の引渡しについては、一つの参加差押えだけである場合に

おいても同様に取扱う。

ア 引渡しをする書類

（ア）参加差押書
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（注） 参加差押えの対象となっている財産の差押えの一部を解除すると

きは、参加差押書の写を引渡す。

（イ）参加差押続行通知書

（ウ）債権者から提出された保険料等に優先する質権等を証明する書類

（エ）譲渡担保権者から提出された保険料等に優先する譲渡担保権を証明する書

類

（オ）動産の引渡命令を受けた者から提出された契約を解除した旨の通知書又は

請求書

（カ）債権者から提出された債権現在額申立書及びその添付書類

（キ）滞納者から取り上げた債権証書文は権利証書

（ク）その他徴収職員が占有している自動車検査証等の書類

イ 引渡しをする時期

参加差押え関係書類の引渡しは、差押え解除と同時に行い、関係書類は差

押解除通知書とともに送付する。

ワ 引渡しの手続

参加差押え関係書類の引渡しは、参加差押関係書類引渡書（様式 54号）正

副 2通に添付して行うこと。

（注） 参加差押え関係書類の引渡しをしたときは、その副本を引き渡した書

類の受領証として徴する。

5 参加差押解除通知書を受理した場合

参加差押えをした行政機関等から参加差押解除通知書の送付を受けたときは、

これと参加差押書等とを確認した上、関係書類に参加差押えが解除された旨を記

載し滞納処分関係一件書類に綴り込む。
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6 交付要求.！：＇.参加差押えの対比一覧

I 交付要求 ｜ 参加差押え

1.先行の強制換価手続が行われたこと I L先行の滞納処分が行われたこと

2.滞納の保険料等があること 12.滞納の保険料等の差押えができる場

要 件｜※納期限を経過していれば督促の有｜ 合であること ※督促が必要

全ての財産（国徴法82①）

3. 1の財産が特定の種類のものである

こと（国徴法86①等）

特定の財産（国徴法86①）

1.動産及び有価証券

2不動産、船舶、航空機、自動車、建

設機械及び小型船舶

3電話加入権

1.執行機関に対する交付要求書の交付 J 1.行政機関等に対する参加差押書の交

無を問わない

対象財産

（国徴法82①） 付（国徴法86①）

2.同左（国徴法86②、④）

3. II 
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②
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続手
4電話加入権の場合は第三債務者への

通知（国徴法86②）

5.参加差押登記（登録）の嘱託（国徴

法 86③）

1.換価代金から配当を受けられる（国 Ii.同左

徴法 129①二） I 2. 11 

2.消滅時効の中断（通則法73①） I 3. 11 

3.交付要求先着手による優先 14目先行差押えの解除又は取消しによ

※ 破産手続の場合は当てはまらな｜ り、差押えの効力を生じる。 2以上

い ｜ の参加差押えがある場合は、最も先

4.先行差押えの解除又は取消しにより｜ にした参加差押えが差押えの効力を

効 力｜ 失効する ｜ 生じ、それ以外の参加差押えは、差

る

は

す

え

求

押
要

差

付

加

交

参

9
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後
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）

産
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可

破

こ

不

’hυ 押えの効力が生じた参加差押えに参

加差押えをしたとみなされる（国徴

法 87①、国徴令41②）

5.動産等の引渡しを受けられる（国徴

法 87③）

6.先行差押えに対して換価の催告がで

きる（国徴法87③）
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交付要求 参加差押え

l特定の場合は、交付要求が制限され 1.同左（国徴法88①）

制限と解 る（国徴法83) 2. II 

除の請求 2.債権者は、一定の要件のもとに解除

の請求ができる（国徴法85)

1.解除の請求を相当と認めた場合及び 1.同左（国徴法88①）

保険料等が消滅した場合に解除 2. II 

（国徴法85②、 84①） 3. II 

解 除
2執行機関への通知（国徴法 84②） 4. II 

3滞納者への通知（国徴法84③） 5.電話加入権の場合は第三債務者への

4目質権者等への通知（国徴法 84③） 通知（国徴法88③）

6回参加差押登記（登録）の抹消登記の

嘱託（国徴法88②）

唱
E
4

民
υro 



20160401 

5-52 



20160401 

第 7章 滞納処分に関する猶予及び停止等

ノ第 1 換価の猶予

差押えに係る徴収金が納付されない場合には、差押財産を換価（公

売）して滞納している保険料等に充当するのが原則である。しかし、

滞納者に一定の事由がある場合には、差押財産の換価を猶予し、滞納

者の事業を継続させ又は生活を維持させながら、滞納している保険料

等を分割納付などで円滑に徴収しようとする制度があるロこれを換価

の猶予という。

換価の猶予には、職権による場合（国税徴収法151) と申請による場

合（国税徴収法151の2）がある。

1 換価の猶予の要件等

( 1 ）職権による換価の猶予の要件

職権による換価の猶予をすることができるのは、次に掲げる要件の

全てに該当する場合である（国税徴収法151①、 152③）。

ア 滞納者が納付について誠実な意思を有すると認められること。

イ 納付すべき保険料等について納付の猶予又は申請による換価の猶

予の適用を受けている場合でないこと。

ウ 次のいずれかに該当すると認められる場合であること。

（ア）財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活

の維持を困難にするおそれがあるとき。

（イ）財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比し、滞

納に係る保険料等及び最近において納付すべきこととなる保険料

等の徴収上有利であるとき。

エ 原則として、猶予に係る保険料等の額に相当する財産の差押え又

は担保の提供があること。

（注） 1 「納付について誠実な意思を有する」とは、滞納者が、現

在においてその滞納保険料等を優先的に納付する意思を有し

ていることをいう。
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納付についての誠実な意思の有無の判定は、従来において

期限内に納付していたこと、過去に納付の猶予又は換価の猶

予等を受けた場合において確実に分割納付を履行していたこ

と、滞納保険料等の早期完納に向けた経費の節約、借入の返

済額の減額、資金調達等の努力が適切になされていることな

どの事情を考慮して行う。この場合においては、過去のほ脱

の行為又は滞納の事実のみで納付についての誠実な意思の有

無を判定するのではなく、現在における滞納保険料等の早期

完納に向けた取組も併せて考慮した上で判定する（基本通達

151②） 

2 「財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又は

生活の維持を困難にするおそれがあるとき」とは、事業に不

要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後

においても、なお差押財産を換価することにより、事業を休

止し、又は廃止させるなど、その滞納者の事業の継続を困難

にするおそれがあると認められる場合をいう（基本通達

151③） 

3 「生活の維持を困難にするおそれがあるときJとは、差押

財産を換価することにより、滞納者の必要最低限の生活費程

度の収入が期待できなくなる場合をいう（基本通達151④）。

( 2 ）申請による換価の猶予の要件

申請による換価の猶予をすることができるのは、次に掲げる要件の

全てに該当する場合である（国税徴収法151の2、152④）。

ア 納付すべき保険料等を一時に納付することにより、その事業の継

続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

イ 滞納者が保険料等について誠実な意思を有すると認められること。

ウ 滞納者から納付すべき保険料等の納期限から 6月以内に換価の猶

予の申請書が提出されていること。

エ 納付すべき保険料等について納付の猶予の適用を受けている場合

でないこと。

オ 原則として、換価の猶予の申請に係る保険料等以外の滞納がない

こと。
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カ 原則として、換価の猶予の申請に係る保険料等の額に相当する担

保の提供があること。

（注） 1 事業継続又は生活維持の困難

「保険料等を一時に 寸することによりその事業の継続又は

その生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合」

とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理

化を行った後においてもなお、保険料等を一時に納付する

ことにより、事業を休止し、又は廃止させるなど、その滞

納者の事業の継続を困難にするおそれがある場合（基本通

達151の2③）

イ 保険料等を一時に納付することにより、滞納者の必要最

低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合（基本通

達151の2④）

2 換価の猶予に係る分割納付、通知等

換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その

分割した金額ごとに猶予期間を定めることができる（国税徴収法152、国

税通則法46④）。

猶予期間は、 1年を限度として、滞納者の財産の状況その他の事情か

らみて合理的かつ妥当な金額で分割して納付した場合において、その猶

予に係る保険料等を完納することができる最短期間とする（国税徴収法

151①、基本通達151⑤の2）。

なお、換価の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその

猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認

められるときは、その期間を延長することができるが、その期間は、既

に換価の猶予をした期間と合わせて 2年を超えることはできない（国税

徴収法152、国税通則法46⑦）。なお、猶予期間の延長については、滞納

者の申請を要件としない（国税徴収法152）。

ここでいう「やむを得ない理由」とは、納付することができないこと

が納付者の責めに帰すことができない場合のその理由をいう（基本通達

152⑤）。

3 換価の猶予の手続

滞納者が申請による換価の猶予を受けようとするときは、所要の事項

を記載した労働保険料等換価猶予申請書（様式第73号の2）に所定の書類
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を添付し、管轄の労働局長に提出しなければならない（国税徴収法151の

2①③、国税徴収令53①②）。

( 1 ）申請書の提出期限

申請による換価の猶予については、猶予を受けようとする保険料等

の納期限から 6月以内に申請書を提出しなければならない（国税徴収

法151の2①）。

( 2 ）申請書の記載事項及び添付書類

ア記載事項

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない（国税徴収

法151の2③、国税徴収令53②）

（ア）保険料等を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維

持が困難となる事情の詳細

（イ）納付すべき保険料等の年度、科目、納期限及び金額

（ウ）上記（イ）の金額のうちその納付を困難とする金額

（エ）猶予を受けようとする期間

（オ）猶予に係る金額を分割して納付する場合の分割納付期限及び分

割納付金額

（カ）猶予を受けようとする金額が 100万円を超え、かっ、猶予期聞が

3月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、価

額及び所在（担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又

は名称及び住所又は居所）その他担保に関して参考となるべき事

項又は担保を提供することができない特別の事情

イ 添付書類

申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない（国税徴収

法151の2③、国税徴収令53①）。

（ア）財産目録

（イ）収支の明細書

（ウ）担保を徴する場合には、担保の提供に関し必要となる書類

（注） 1 猶予を受けようとする金額（未確定の延滞金を除く。）

が100万円以下である場合には、上記（ア）及び（イ）

の書類に代えて、財産収支状況書を添付して提出する。

なお、猶予を受けようとする保険料等以外に、猶予の

申請中の保険料等又は既に猶予を受けている保険料等が
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ある場合には、それらの保険料等の額を上記の「猶予を

受けようとする金額」に含めるものとする。

2 上記（ア）及び（イ）又は財産収支状況書に代えて、

滞納者が独自に作成した書式（資金繰表、試算表等）を

添付して提出することができる。ただし、その場合は、

法令に定められた事項を全て記載する必要があることに

留意する。

( 3 ）猶予要件の審査

猶予の要件の審査に当たり、申請書及び添付書類に記載された内容

を調査する際には、申告書等の署内資料の確認、納付者に対する聞き

取り、帳簿書類等の検査を行う（国税通則法46の2⑪）。

( 4 ）職権による換価の猶予をする場合

職権による換価の猶予をする場合において、換価の猶予の要件を充

足するか否かを判断するため、又は猶予をするに当たってその猶予に

係る金額を分割して納付させるための各月の分割納付期限及び分割納

付金額を定めるために、滞納者の現在の資産及び負債の状況並びに今

後の収入及び支出の見込み等を調査する必要があると認めるときは、

滞納者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる（国税徴

収法151②、国税徴収令53①、基本通達151⑬の2）。

ア 分割納付計画書

イ 財産目録

ワ 収支の明細書

エ 担保を徴する場合には、担保の提供に関し必要となる書類

（注） 猶予を受けようとする金額（未確定の延滞金を除く。）が

100万円以下である場合には、上記イ及びウの書類に代えて、

財産収支状況書を添付して提出する。

なお、猶予を受けようとする保険料等以外に、猶予の申

請中の保険料等又は既に猶予を受けている保険料等がある

場合には、それらの保険料等の額を上記の「猶予を受けよ

うとする金額j に含めるものとする。

( 5 ）猶予の決定又は不承認の決議及び申請者への通知
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ア猶予の決定

職権または申請による換価の猶予をする場合には、換価猶予決議書

（収入様式第28号の2）により決裁を了した上、猶予をした旨、換価

猶予決定通知書（収入様式第29号の2）により申請者に通知する（国

税通則法47①、国税徴収法152③④）

イ 猶予の不承認

換価の猶予の申請書の提出があった場合において、猶予の要件に該

当しないときは、換価猶予決議書（収入様式第四号の2）により決裁

を了した上、猶予をしない旨を換価猶予不承認通知書（収入様式第30

号の2）により申請者に通知する（国税通則法47②、国税徴収法152

④） 

( 6 ）担保の種類

猶予をする場合に提供できる担保の種類は、次に掲げるものであり、

この中からなるべく処分の容易なもので、価額の変動のおそれが少な

いものを提供させる。

ア 国債及び地方債

イ 社債その他の有価証券で労働局長が確実と認めるもの

ウ土地

エ 建物、立木及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、

自動車、建設機械で保険に附したもの

4 換価の猶予の効果

( 1 ）換価の制限

換価の猶予の期間中は、差押財産の換価ができない。しかし、差押

財産から生ずる天然果実については換価することができ、また、差押

債権等は取り立てることができる（国税徴収法152、国税通則法48③、

④）。

（注） 換価の猶予は、差押えを制限するものではない。したがって、

猶予期間中であっても、猶予に係る保険料等について、新たな
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差押えができる他、交付要求又は参加差押えを行うことができ

る。

( 2 ）差押えの解除制限

換価の猶予をする場合には、既にした差押えは解除しない（基本通

達151⑨、 151の2⑫）。

( 3 ）時効の停止

換価の猶予をした場合には、その猶予期間中は徴収権の消械時効は

進行しない（国税通則法73④）。

( 4 ）延滞金の免除

換価の猶予をした場合には、原則として、猶予した保険料等に係る

延滞金のうち、その猶予期間に対応する部分の金額の 2分の lに相当

する金額を免除する（国税通則法63①）。

また、残余の部分について、一定の事由に該当するときは、猶予期

間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度と

して、さらに免除することができる（国税通則法63③）

5 換価の猶予の取消し

( 1 ）猶予の取消しの要件

換価の猶予を受けた者が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合

には、その猶予を取り消しi又は猶予期間を短縮することができる

（国税徴収法152、国税通則法49①、基本通達152⑨）

ア 国税通則法第四条第l項各号（繰上請求）のいずれかに該当する事

実がある場合に、その者が猶予に係る保険料等を猶予期間内に完納

することができないと認められるとき。

イ アにより分割した金額ごとに定められた猶予期間内に、その金額

に相当する保険料等を納付しないとき。

ウ 換価の猶予に係る保険料等につき提供された担保について、労働

局長が国税通則法第51条第l項（担保の変更等）の規定によってした

命令に応じないとき。
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エ アからウまでに掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の

事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認められると

き（例えば、猶予期限において猶予金額の徴収の見込みがなくなる

程度の資力の喪失、業況の好転等により換価の猶予を取り消しても

事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがないと認められる

事情が生じたとき等）。

( 2 ）取消しの通知

換価の取消しをする場合には、換価猶予決議書（収入様式第28号の2)

により決裁を了した上、猶予をした旨、換価猶予取消通知書（収入様

式第31号の2）により申請者に通知する（国税通則法49③、国税徴収法

152) 

なお、保証人及び担保財産の権利者（申請者を除く。）についても、

同様に通知する（基本通達152⑬）。
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第 2 滞納処分の執行停止

滞納者が資力を喪失するなどの一定の事実が生じ、滞納処分を執行

すればその生活を著しく窮迫させるなど、滞納処分を執行するのが不

適当、又は滞納処分の執行ができない場合には、労働局長は、職権で

滞納処分の執行を停止することができる（国税徴収法153①）。

これは、納付猶予、換価猶予と異なり、納付義務の消滅につながっ

ていることから、より徹底した徴収の緩和である。

1 滞納処分の執行停止の要件

( 1 ）停止の要件

滞納者が次のいずれかに該当する場合には、滞納処分の停止をする

ことができる（国税徴収法153①一～三）

1号要件：滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき

2号要件．滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく

窮迫させるおそれがあるとき

3号要件．その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産

がともに不明であるとき

滞納処分の執行停止は、滞納者の申請によらないで労働局長の職権

で行い、滞納者に停止した旨の通知をしなければならない（国税徴収

法153③）

ア 1号要件

滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき（財産があっ

ても、保険料等に優先する質権等があるために保険料等に充てるべき

金額がない場合を含む） （国政徴収法153①ー）

滞納処分の執行等をすることができる財産がないときとは、滞納処

分の停止をするかどうかを判定する時において、次に掲げる場合のい

ずれかに該当するときをいう（基本通達153②）

（ア） 既に差し押さえた財産及び差押えの対象となり得る財産の処

分予定価額が、滞納処分費（判定時後のものに限る。）及び本

手引第 8章第 2節（労働保険料と被担保債権等との調整）の規

定等により保険料等に優先する債権の合計額を超える見込みが

ない場合
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（イ） 差押えの対象となり得る全ての財産について差し押さえ、換

価（債権の取立てを含む。）を終わったが、なお徴収できない

保険料等がある場合

イ 2号要件

滞納処分の執行等をすることによって、滞納者の生活を著しく窮迫

させるおそれがあるとき（国政徴収法153①二）。

ここでいう「生活を著しく窮迫させるおそれがあるときJとは、滞

納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活

を維持できないと認められる程度の状態になるおそれがある場合をい

う（基本通達153③）。

ウ 3号要件

滞納者の所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がとも

に不明であるとき（国政徴収法153①三）。

ここでいう「滞納者の所在及び滞納処分の執行等をすることができ

る財産がともに不明j とは、滞納者の住所又は居所及び財産がともに

不明な場合をいい、ともに不明な場合に限り適用される（基本通達

153④）。

( 2 ）第二次納付義務者等がある場合

第二次納付義務者、譲渡担保財産、保証人又は物上保証に係る財産

から滞納金の徴収ができる場合には、主たる納付者の保険料等（第二

次納付義務、譲渡担保権者の物的納付責任、保証又は物上保証に係る

保険料等に限る。）については、滞納処分の停止をしないものとする。

なお、第二次納付義務者又は保証人について滞納処分の停止の理由

がある場合には、それらの者に対しては、主たる納付者に関係なく、

滞納処分の停止をすることができる（基本通達153⑦）。

2 滞納処分の停止要件の充足性を判断する場合の留意事項

滞納処分の停止の要件に当たるかどうかは、次の事項に留意して判断

する。

( 1 ）一般的留意事項

ア 交付要求をしている場合

滞納者の財産について強制換価手続が行われ、執行機関に対する交

付要求をしている場合で、これらの執行機関からの配当を受ける見込

みがあるときには、原則として滞納処分の停止を行わない。

7-10 



20160401 

イ 第二次納付義務者等がある場合

第二次納付義務者、譲渡担保財産、連帯納付義務者、保証人及び物

上保証人等から滞納額の徴収ができる場合には、滞納処分の停止を行

わない。

なお、第二次納付義務者又は保証人について滞納処分の停止事由が

ある場合には、これらの者に対しては滞納者に関係なく滞納処分の停

止をするととができる。

ウ 原告訴訟の提起見込みがある場合

詐害行為取消訴訟、名義変更訴訟など、原告訴訟の提起見込みが

ある場合には、原則として、滞納処分の停止を行わない。

エ 課税処分又は滞納処分についての争訟が係属している滞納がある

場合

課税処分文は滞納処分について不服申立て又は訴訟が係属してい

る滞納がある場合には、原則として滞納処分の停止を行わない。

( 2 ) 1号要件（滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき）

の充足性を判断する場合の留意事項

1号要件により滞納処分を停止する場合には、基本通達153②により

その要件の充足性を判断するほか、次の事項に留意する。

ア 次に掲げる財産を差し押さえている場合において、その財産につ

いて必要な売却手続（随意契約による売却の勧奨を含む。）を行って

も売却できる見込みがないときは、その財産は、滞納処分を執行する

ことができる財産に当たらないものとする。

（ア）差押え前から公共目的のために供されている財産（当該財産の

使用状況を勘案すると、他の財産でもってその公共目的が達せら

れると認められる場合を除く。）

（注） 上記の財産については、その財産につき利害関係を有する

者に対し任意売却のしょうようを行った上で、滞納処分を執

行することができる財産に当たらないとの判断をする。 ) 

（イ）差押財産の性質形状が、災害その他やむを得ない事情によって

差押え時に比較して著しく異なることとなった財産

（ウ）第三債務者が次に掲げる事由のいずれにも該当する債権

① 強制執行の対象となる財産を有しないこと。
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② 差押債権を履行しているが、意済までにおおむね10年以上の長

期間を要すること。

③ ②の長期間を要する理由が、契約上又は法律上の原因に基づか

ず、専ら第三債務者の資力に基因すること。

④ 第三債務者の資力が現に履行中の金額を超えると認められない

こと。

イ 取立訴訟（差押債権の支払いを求める裁判）を提起することにつ

き法務局との協議が整わない差押債権及び取立訴訟を提起すること

について不適当と認めた差押債権は、滞納処分を執行することがで

きる財産に当たらないものとする。

ウ 圏外に所在する財産は、滞納処分を執行できる財産に当たらない

ものとする。

エ 滞納者が事業を継続している場合において、次のいずれにも該当

するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当

たるものとする。

（ア）滞納者が納付について誠実な意思を有すると認められること。

この場合の納付について誠実な意思を有すると認められるかど

うかは、その判定を行おうとする日前のおおむね 3年間において、

その期間中に納期限が到達した保険料等に相当する金額以上の納

付を行っており、かっ、滞納者について、滞納処分の停止をした

場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認

められるかどうか等を勘案して判定する。

（イ）現金、預金、売掛金等の当座資産及び棚卸資産（仕掛品等を含

む。以下「当座資産等Jという。）以外に滞納処分を執行するこ

とができる財産がないこと。

（ウ） （イ）の当座資産等について滞納処分を執行することにより、

直ちにその事業の継続を困難にするおそれがあること。

（エ）財産収支状況等により算出した月平均支払可能資金額により毎

月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10

年程度の長期間を要すること。

（オ）資力の急激な回復が見込まれないこと。

この場合の資力の回復の見込みは、その判定を行おうとする日

の産前の年度分、その前年度分及び前々年度分の 3年間における

売上高と経営損益（又は所得金額）の推移、負債の返済状況、経

営再建策の有無等を勘案して判定する。
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（注） 上記の取扱いにより滞納処分の停止をする保険料等は、滞

納者が事業を継続する上で納付が困難と認められるものに限

る。なお、原則として滞納処分の停止を行う目前 3年分の滞

納保険料等は除外する。

( 3 ) 2号要件（滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく

窮迫させるおそれがあるとき）の充足性を判断する場合の留意事項

2号要件により滞納処分を停止する場合には、基本通達153③により

その要件の充足性を判断するほか、次の事項に留意する。

ア 滞納者が差押禁止財産（P4-27参照）以外に財産を有していても、

収入がきん少で安定性がないためその生活の維持が難しい場合、扶

養親族を含めた滞納者の生活を維持するためにその財産を生活費に

充てつつある場合又はその財産が現に生活の用に供されており生活

の維持に必要不可欠と認められる場合には、生活を著しく窮迫させ

るおそれがあるときに当たるものとする。

イ 滞納者の居住用財産を換価するときにおいて、生活保護法の適用

を受けなければならないほどではないが、次のいずれにも該当する

場合は、生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに当たるものと

する。

（ア）滞納者について老齢又は病気、負傷その他これに準ずる事実が

あり、滞納者の収入の合計が国税徴収法第76条に定める差押禁止

額と同等の額以下じかなく、今後 3年程度の聞においてもその回

復が見込まれないこと。

（イ）その財産が、滞納者の生活にとって必要最低限のものであるこ

と。

この場合において、必要最低限のものであるかどうかは、その

財産の立地条件等を勘案して、社会通念上必要最低限度のものと

認められるかどうかにより判定する。

（ウ）居住用財産を換価した場合において、滞納者が親族その他の者

と同居することが不可能であり、かつ、新たな生活の本拠となる

べきアパート等の賃借に要する費用等（引越費用及び今後 1年間

の家賃相当額を含む。）を有しないと認められること。

（エ）居住用財産を差し押さえている場合において、労働保険料等に

劣後する公課、私債権等を有する者の参加差押え又は強制執行に

より差押え等がないこと。
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なお、参加差押え等がある場合においても、参加差押権者等

がその権利を行使しないと認められるときは、参加差押え等がな

いものとして処理する。

( 4) 3号要件（その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産

がともに不明であるとき）の充足性を判断する場合の留意事項

勾 3号要件により滞納処分を停止する場合には、基本通達153④により

その要件の充足性を判断する。

3 停止相当事実

( 1 ）停止相当事案の要件

滞納事案について、次のいずれかに該当する事由がある場合は、原

則として「停止相当j として事案管理を行う。

ア 滞納処分着手後 5年以上経過しているとき（滞納額（延滞金を含

む。）に相当する価額の財産を差し押さえている場合、交付要求に

より滞納額に相当する配当が見込まれる場合、納付の猶予、換価の

猶予若しくは納付受託を行っている場合又は不服申立てを行ってい

る場合を除く。）。

イ 滞納者がすでに事業を行っておらず、かっ、滞納処分を執行して

も滞納額を徴収できる見込みがないとき。

ウ 滞納者の所在文は滞納処分を執行できる財産が不明で、 1年以上

調査を継続しても発見できないとき。

( 2 ）停止相当事案についての調査

上記 3 ( 1 ）により停止相当とした事案は、その事案に係る処理事

績及び既収集資料に基づき、今後において調査すべき事項（以下「補

完調査事項」という。）を明確にした上、滞納処分の停止の適否につ

いての調査を行う。調査の結果、滞納処分の停止に相当する場合は、

滞納処分の停止事案として扱う。

なお、上記 3 ( 1 ）イの事案の補完調査事項は、破産財団に属さな

い財産（自由財産）の有無、第二次納付義務該当事実の有無及び自由

財産についての詐害行為該当事由の有無とし、また、上記 3 ( 1 ）ウ

の事案にあっては、第二次納付義務該当事実の有無とする。
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補完調査事項について、例えば、調査対象者等の死亡、所在不明、

休廃業・倒産等のため、これまでの調査状況から判断して今後 3年程

度調査を継続しでも、調査対象事実を証明するために不可欠な資料の

収集ができないと認められる場合等、解明できないことについてやむ

を得ない事由がある場合又は調査を了したとしても徴収上の実益がな

いと認められる場合には、労働保険徴収主務課室長を中心とした事案

の検討会等による検討を慎重に行った上、その調査を終了することと

して差し支えない。

4 執行停止の手続

滞納処分の停止をするときは、滞納処分の停止決議書（滞納様式第68

号）を作成し、労働局長までの決裁を受けた後、書面により滞納者に滞

納処分の停止決議書（滞納様式第69号）を交付する。

なお、滞納者は、滞納処分の停止を受けないことについて不服申立て

又は訴えを提起することができない（基本通達153⑤）。

5 執行停止の効果

( 1 ）滞納処分の禁止

執行停止の期間内は、停止に係る徴収金について、新たな滞納処分

はできない（交付要求又は参加差押えはできる）。

( 2 ）差押えの解除

滞納処分の停止をした場合において、差し押さえている財産がある

ときは、その差押えを解除しなければならない（国税徴収法153③）。

なお、滞納処分の停止をした場合においても、交付要求又は参加差

押えをすることができる。この場合において、参加差押えが差押えの

効力を生じたときは、国税徴収法第153条第3項の規定（滞納処分の執

行等をすることによって、滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれが

あるとき）に該当することがある（基本通達153⑩）。

( 3）時効

ア 滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る

保険料等の消滅時効は進行し、消滅時効が完成すれば停止期間内で

も納付義務は消滅する（国税通則法73④、 72③、基本通達153⑫）。
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イ 滞納処分の停止をした場合において、滞納者が自発的にその停止

に係る国税を納付したときにその保険料等を収納し、又は過誤納金

等若しくは交付要求（参加差押えを含む。）に係る受入金をその停

止に係る保険料等に充てることは差し支えない（基本通達153⑫）。

その場合、一部納付があったものとし、時効は中断する。

ワ 上記（ 3 ）イの場合等において、その処分が取り消されないで 3

年間継続したときは、その 3年の期間を経過した時に、その滞納処

分の停止をした保険料等を納付する義務は消滅する（国税徴収法153

④） 

との場合の「 3年間継続したとき」とは、滞納処分の停止をした日

の翌日から起算して 3年を経過した日をいう（基本通達153⑮）。

( 4）延滞金の免除

滞納処分の停止をした場合には、その停止をした保険料等につき、

その停止期間に対応する部分の延滞金が全額免除される（国税通則法

63①、手号II P16）。

この場合の「停止をした期間J とは、その停止をした日から起算し

てその取消しの日又は停止に係る保険料等の完納等による納付義務の

消滅の日までをいう。

なお、国税徴収法第154条第1項（滞納処分の停止の取消し）の規定

による取消しの基悶となる事実が生じた場合には、その生じた日以後

の期間に対応する部分の金額については免除しないことができる（国

税通則法63①、基本通達153⑬）。

6 一部停止

滞納処分の執行停止は、滞納者の財産及び資力の有無により判定する

ため、財産及び資力がない場合は、滞納保険料の全額を停止することと

なる。差押えた債権の全部又は一部について取立てに長期間を要すると

認められるなどの場合は、取立て可能と認められる債権額を控除した滞

納残額について滞納処分の停止をすることができる。なお、一部停止を

行う場合は、執行停止の通知に際し、その旨を明らかにする必要がある。

以下の場合に一部停止が可能である（基本通達153③）。

ア 差し押さえた債権について、その取立て（金銭の給付を受けるこ

と）に長期間を要すると認められる場合

おおむね 1年以上の期間を要すると認められる場合において、その

債権を除くと、滞納処分の停止をすることができると認められるとき。
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その差押債権の額

イ 強制換価手続の執行機関に対して交付要求をしているが、その執

行機関からの配当を受けるまでに長期間を要すると認められる場合

強制換価手続の執行機関に対して交付要求をしている場合において、

その執行機関からの配当を受けるまでにおおむね 1年以上の期間を要

すると認められるときで、かつ、その配当見込額を除くと、滞納処分

の停止をすることができると認められるとき。 「

配当を受けることができると認められる金額

ワ 差し押さえた不動産について、その不動産を再公売に付しでも売

却できないなど換価に長期間を要すると認められる場合

今後、換価におおむね 1年以上の期間を要すると認められ、かっそ

の財産からの配当見込額を除くと、滞納処分の停止をすることができ

ると認められるとき。

その換価により徴収できると認められる金額

（注） 換価により徴収できると認められる金額は、原則として、

その財産からの配当見込額に、その財産の見積価額のおおむ

ね 3割の金額を加えた額とする。

7 滞納処分の停止の取消し

( 1 ）停止の取消しの要件

滞納処分を停止した滞納者に、停止に該当する事実がないと認めら

れる場合、その停止を取り消さなければならない。

ただし、停止の要件のいずれかに該当するとして滞納処分の停止を

した後、それに該当する事実がないこととなっても、他の要件のいず

れかに該当する事実があるときは、その滞納処分の停止は取り消さな

い（基本通達154①）。

( 2 ）取消しの通知

滞納処分の執行停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知し

なければならない（国税徴収法154）。
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側産調曹｛園開園調書1

－…一一調賓

※ 郵送ではなく、・・・ーへの臨場による調査ち
可能（臨場による調査の流れは、 P35～36④差
押え（・ーーーでの流れ）①～⑤参照）。

郵送による は以下の手順で行う。

① 

※ ーーーーへの照会文・回答文例は次頁参
照。

一一一一一戸一一一一～「←一一一一一一一…一一一町一司寸寸一司



照射産調書｛園開園調書｝

一一聴会察側

oo•c又は－） oo•・殿

（局発番号）
平成O年O月O日

00労働局長
00 00 

．．． の財産調査について（照会）

．．と取引関係にある下記の者について、労働保険料の徴収等に関する
法律第27条3項、石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の
規定により滞納処分を行う必要がありますので、国税徴収法第141条の規
定により財産調査を行います。
ご多忙の折、誠に恐縮ですが、 の状況をO月O日

までにご回答くださるようお願いいたします。

．．．．住（居）所
氏名
（代表者）

調査項目

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

記



側産調書 l園開閉調書｝

昨日山町四回賓客倒

平成年月日

労働局長殿 ．． 
．．． の財産調査について（回答）

平成 年 月 日付け（局発番号）により調査依頼のあった内容
について、下記のとおり回答します。

調査項目

1. 

2. 

3圃

4. 

5. 



鋼摩調書｛園周回調書｝

② 

t
；11116，
i
l
l
i
t－
－

i
E
l
d’
 

一
’一一一一一一一一

③ 



鋼産調書｛園開問調書｝



信関摩調書｛園田調書］



9ミ射産調書畑町園調書｝

（照会に当たっての注意事項）。

。

． 

一園

。
．．． 
。

一一一一司p w一一一一一一 一一一一一ー”｛←一一、一一一一一



信関産調害｛圃閉園調書1

から回答された内容について、以下に注
意して確認を行う。

。

。



m尉産調書｛圃聞園調書｝

（圃・・の種類）
主に次の種類があり、差押えを執行してち履行
（換価）できる時期が異なる。

。

。

。．．． 
。．．． 



中尉産調書｛閉園田調書｝

一一調査

．．． の調査は以下の手順で行う。

①ーーーーーーーーー－ ll 

② 

「



照射産調書 l・園田調書1

③ 

一

④ 

一

⑤ 

※ 

一 …



母ミ尉犀調書｛圃園田調書1

「＼



m尉庫調書 l園聞園調書1

一一一間関…~~倒＂＇＂l接聞



m関産調書｛園田調書｝

一一一回賓宴鯛＿＿！~~接聞



般開産調書 l園聞園調書｝

。

。

。



（① 

（三

~ 

20160331 

⑧蓮田憲賃



~差裡予告

差t自費量酒銅量俄傭感
差押予告通知（催告）は差押えの要件ではないた

め、必ずしち送付を行う必要はないが、 6ヶ月以内
に差押えを行う場合に限り、時効中断の効果がある

ため、時効が差し迫った状況下においては有効な手

段となる。

※ 差押予告通知（催告）自体に時効中断効果はな
いので、 6ヶ月以内に差押えない場合は時効が中

断されないことに注意。

※ 差押予告通知の記載例については次頁参照。



－
t

一H
日

弔
d
h

広
甲
山

白
骨
酎

却
愈

朝国費量濃鍋豊富襲側
平成 xx年 xx月 xx日

00 00 陵

00労働局能務部

労働保険徴眼室

差押予告通知書

貴事業所は再三の納入儒促にもかかわらず、過年度分の労働保険料等が滞納となっており、当局と

し、たしましては、ニのまま放置するわけにはまいりません．

つきましては、下紀の日時を期限として、滞納金額を全額融付されますよう通知いたします。

なお、指定日時までに納付されない場合は、納入についての蹴意がないものと認め、財産の差押え

を執行します。

4滞納金額を納入されたときは、その旨を担当官までご連絡園高います。連絡がない場合は滞納処分を

執行することになりますのでご訣宜下さい白 B

記

1 日時 平成 xx年 xx月以日（ X ) 

2 滞納金額

労働保険番号 OtHl-00-000000-000 

年度 期別 未納保険料額 延滞金 年度 期別 未納保検将領 延滞金

xx X期 X, X.'¥.X, Xは

合 計 X. XXX. XXX 

I連絡先1 00労働局総務部労働保険徴収室担当： 00 00 

〒000-0000 00県00市00 0丁目O番O号 00合同庁舎O階

TEL:000-000-0000 vAX:000-000-0000 

※ 延滞金については本通知書作成時に硫定している金制のみ富己破しております。

員百 万ーすでに納入潰みの場合は、ご容赦ください。



＠事t！予青

（注意事項）
c 受け取り拒否により返戻された場合は、直接出向
いて交付するか、不在の場合は差置を行う。

同一一一一…匂ー明守什 r←｛一一一一一……一一一…一－－＂＂一一戸｝→ 日一
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ロ最善裡調書作感

葦曹覇董健盛… f

差押えの事前準備として、滞納様式第4号「差押
調書（債権用）・差押調書謄本・債権差押通知書」を
作成する。

滞納様式第4号は3枚複写で作成する。

差押調書等の記載例については次頁参照。

o「差押調書（債権用）』… 1枚目

労働局で保管（差押の事跡を記録証明するため

のもの）

。『差押調書謄本』…2枚目

滞納者ヘ交付するためのもの

。 r債権差押通知書』… 3枚目

差押調書

差押調書

第三債務者（※）ヘ交付するためのもの

※ －ーの差押えの場合は｜ 、．．． の差押えの場合同



C最善r'fl調書f'tj1聞園 田

華j目調董＇1按固｝草書店側
差押調書に、滞納者の氏名、住所、差押えに係る

保険料等の年度、区（期）分、納付期限及び金額、
差押財産の名称（口座番号等）、数量（差押金額）
を記載する。

官官坦XX-01 差 押 調 書 労働保険特別会計

平戚 xx 年 xx 月 xx 日

00労働局厚生労働事務官 0000⑨ 
下記沖漕納金額を徹叙するため．下箆同財重量を楚u，えました舟で、労働保険の保険fドり徴収容に関する法律第27,長錆3項、省総による健康援容の教務に関する

法像第四条第1項且ぴ国宅建徴収t色調54条の規定によりこの綱審を作ります．

滞納者｜住 所 loo県00市00町 0-0-0

［債権者｝｜氏名又は名称｜傑式会社 0000

府県防隼｜管帽 基幹番号 技番号
労働尿検棒号

xx 全
憂す

円l備作品よる金割

f何 考

XIXIXIXIX XIXIX 

年度｜区｛期）分 納期限 ｜保暁科・一般侵出金｜ 追徴金

帯

納

金

額

xx圃 7 ・ 10

両

延帯金 ｜ 滞納処分費

延滞金が未確定の場合
は「延滞金J欄に「要
すJと記載す否。

債務者 住所［00県00市00町 0-0-0 氏名

差

押

慣

権

履 行 期 限
差押調書店本舗前青瓦't'jを夏扇E事E五
平成年月日

慣権差押通掴書（第三曲覇者あて｝を丑扇Eました。

平成 年 月 日

c I c 
・，.，，.納処分費』僚に縄げた金額はこの聞書作成田ま習志巧です三

月初険制・一般拠品盆uf週隊盆＂ ＇＇＂＂金JI聞は枠内必上＇＂靖婦保険斜に桝・~－
｛ニの処分に本則がある繊合！とつL、てj

2悼とがこめ略分について不聞があると色は．こ＂＇処分があ。たことを畑。闘の盟問、
笹過した場合金織きます．｝．
'~ ...この際＂に企庁る，.，.訴訟＂・この審蓋
て同月広府に提起する乙与ができます（lit':が2
' ＇』，、制同政綱高 .. 民審牽調求に対するi
に回生する有u岨＂主電けるた b緊急の必’R

＠ 

ー然視拠金に係る・を罷入するこ＂・

『以内に厚生労鋤大震に対して奪牽摘求をすることが ＇•処分のあうた＂＇ら，，.を

空欄のままとする（差押え
後に滞納者に差押調書謄本

を交付した際に記名・押印

主主主呈豆）。

.ナる宵＂＇色＂＇大包

3た，.も晶、J月N至，
、ず＇＂＇、 tニE襲警iす出

空欄のままとす否（差押え
時に・・・ーに差押通知書
を交付した際に記名・押印

ム玉五呈豆）。

~33) 



G最善r！調書作感｛周囲圃］

差問調聾謄事 ii鶴田｝盟書店側

差押調書謄本は、差押調書と複写により作成する。

l
 

o
 

x
 

－

X
 

！
 

閉一槽一｛
一
号

4

号

式
一
一
－

一
理

一
整 差 押 調 書 謄 本 労働保険特別会計

平成 xx 年 xx JI xx 日

I こ周芥押債権の取立そ円他の処分を欝じ支寸ー。

00労働局厚生労働事務官 0000⑨ 
下記の滞納金回を徴税寸るたぬ、下露の財患を盤し押えましたので‘劣機保険の保険料の隊叙君事に闘するお長律第27／長第3項．石綿に.tる健康俊容の教務に関する

法律節38括経節1項且ぴ国後徴収法第54粂の規定により、この創書を作りますa

滞納者｜住 所 loo県00市00町 0-0-0

（憤権者｝｜氏名又は名体｜保式会社 0000

府県｜所移｜管帽 基幹番号 伎番号

労働保験棒高歩

xx 全 xx・7 ・10

司
xxx,xxx 
L五五基

伺

珪帯金

要す

滞納処分費

司事前言~
備考

x1x1x1x1x XIXIX 

竿度｜区（期｝分 納期限 ｜保院時. 盾偲出金｜ 追徴金

槽

納

金

額

．．．．．． の差押えを
行う．．．． の名称・
住所を記載する。

置覇者 住所 100県00市00町 0-0-0 氏 名｜株式会社00銀行 00支店

蓋

押

慣

櫨

履 行 期 隈
豆押調書If本｛滞納者あて）を聖南しました．

平成 句界 月 日
面雇蚕丙通詞書I面三面覇者あて）査？畳惜しましtc.
平成年月四

＠｜｛  ＠ 
’11~1,II;嗣，(l,:mt.i慣に冊げた金．ほとの関画扉扇面百五モ面面子す

『保連貴斜ー依拠調釦 F週..，.，唱『竃得金』綱『，.1舎内問ラ上主舎に労働保険料に嗣・を下刷こー，R健闘会に係る細企記入する二ι
にの蜘分に不. .，喝，る舗合ζついて1
l あなた温Eこのl!h}Iこっ恥で不限が喰ゆときは、この却の2もったことを知った周の翌洞から担貧しでるO 開 r,I.内に厚生労働大＂に対して審査測求をすることができ~す｛なお‘処分のあった＂＇も1年を
魁遇した調働合企樽＂左す.，.
2またこの創出にゑナずる取精鋭＂は、ニ d審査繍求についての線放を髭た椛＂＇・闘を桜子ーとして｛馬民において関冷代表す存者 tl＇住湾大隠，，，り注すJ‘...が司島田たことを知 3た阿の翌日bち包蹄し
で砧？月以内に拠位すること2吋含ます〈彼氏が勤。た..もl年.超過しtヒ・合を，..ます〉」
3 な札処分~·院欄訴.. はーヨE董訓求に対する....金鍾た績で吟凶すれば複錯するζとがで会ません＂ u滑ヨ，，.求，，.. った阿;O>l,lι ”を昼過しても.民泊咋，.，，.②処分‘処分の検行又は手畿の進行
により生ずる有u、損嘗を透けるため第,S＜＞必賓があるとふ＠そ泊岨，.炊を益ないこkにう＇＂鳴な理闘がある kさのドオ＇＂必に館内するとさは. ＂＇売を径なも吋提起することがで 8ます． 504位3.3)



G豪華f用調書作感｛周囲園田1

差問漕銅費【.~按固｝車載側
債権差押通知書ち、差押調書と複写により作成す

るが、上部の債務者欄には複写されないため、中段
の債務者欄と同内容（圃圃圃圃の名称・住所）を追
記する。

合間坦XX-01 債権差押通知書 労働保険特別会計

滞納者 ｜住

（債権者｝

平店 xx 年 xx )j xx 日

住所loo県00市00町 0-0-0

氏名 殿 00労働局厚生労働事務官 0000⑪ 
00労楠局餓入撤収官 に支弘って下さい．

00市00町 0-0-0 府県防・｜管轄｜基幹番号｜ 腔番号
労働隈験書号

x1x1x1x1 x1x1x1x1x1x1x1x1x1x 

区（期］分 期限 ｜保険料・一般拠出金l 迫世金 珪潜金

xx 全 要す

滞納処分費
可富市宣言軍富一一一

帽考

滞

納

金

額

XXI • 7 ・ 10

司
)GO(ぷxx

主主主主

育 同

債務者

差

押

慣

櫨

V 

E量 行 期

住所 100県00市00町 Oー0-0 氏名

限
差押調書施本（滞納者あて｝を畳恒しました．
平底年月日

置Ill孟神通語一番I第三慣務者あてJを壁面E主した也
平成年月 A 

＠｜（  ＠ 
扇毒可面扇処分ltJ・1こ婦げた金割民＂＂＂・作成のヨまでのものです．

『係績仲一信契側面、団側院釦．『建高金J棚限枠内の上J舎に労働係自食料に繰る・k下...こー般餌副会に係る・を寓入するこι
｛この処分に不闘がある郷台，，て汎‘て｝
I t)f~－たがこの処分について不周障がおると舎はユの侮分＂わったこJ見知った日の翌日泊、らa，してω回以内田沼会労・＂＇匡に討して著志噌求をすること泊町きます〈会心、処分のあ Dた聞も1与を
経過した・合を僚会主す．｝
＇＊＂＇・この処分に対する思欄嵐官去は．ニの， E佐鱒求に昔、ての＂＂を経た債に同金狼告として｛訴， f:1:.1，いて関全代表ナる宥はお色湾大匡となり主す.，..仰ti:,-:,ιとを知？うた＂＂笠田も鑑賞し
て師、月以内に鍵盆するζとができます（R:~があった自岳もl隼を盤面白した・合を織さ.す．）．

2 幹丸酎同調k概観飽崎、密室調求l却する.，時笹た後で必ければ慢＂することがでさ企せん•＇.<DFi闘相・』た＂＇＂晶＇＂を昼過しても也氏叫い＂＇·②忠弘則同酎間左手提ゆ制7
にJ回生ずる奮い唄容を篭けるたぬ緊急の6・，，あるとき＠子そ¢他a触を経晶、ことにつをま当な遠白があると＇・＂い判 u、にE室内するとさ陪...... 包軒、で鍵却することがで会主唱に 50H23. 3) 



C雪崩里調書作感｛圃聞聞｝

干 ftl董f!l!t繍餓差問覇軍時側

．．． の差押調書の場合ち
と原則同様であるが、債務者欄には｜

を記載し、差押債権欄は以下のように記

載する。

1
 

0
 

：
W
M
 

一
回
守

b
m

一
番

一
理

由
型
整 差 押 調 書 労働保険特別会計

平成 xx 年 xx JI xx 日

00労働局厚生労働事務官 0000⑪ 
下記の滞納金闘を搬観するため．下2同財産を差し押えましたので‘労働保殺の保険芋同撤収笥に測する法律第27条第3項、石怖による健康彼答の教演に悶ーする

法権第四条第1項及び固浸徴収法Jli54粂の規定により、この副書を作ります島

滞納者｜住 所 loo県00市00町 0-0-0

（債権者） ' ' 

年度｜区｛期） 分

府県加噂｜管暢 韮幹番号 枝番号

x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1 xix 

滞納処分費 ｛備考納期限 ｜保障料・一般蝿出金｜ 追徴金

xx 全 xx・7 ・10

円

延調E 金

要す滞

納

金

額

．．． の差押えを行
う

・・圃を記載す否。

畳

押

慣

瞳

名 ｜ロロロロ様式会社

面＂＇糟舶処分， tJ慣に柑仕傘”隠 1むの測吾雇通語百五モ否房モ王
曜論仲一般拠掛金，.『週隊劃唱『建都金i関＂－・枠内の上虐に労相義険料に嗣績を、 ”敏拠掛金ご腐る理険金配入すること．
｛この処分t不...帽るa・ftζっ、てj

1割出がこの局仰につLで不風があると治はこ刀制M首吐ことを知うた自の翌出
鐙過した掛合金検Hす．】．

2一 ：，；~.~説芯~：：：.：；おt 空欄のままとする（差押え鹿市明大鹿
沼註：－：：i~「品思：；~：：~後に滞納者に差押調書謄本 ：~，，：7~~詰

を交付した際にF，名・押印

主主主主三）。

面雇孟両通扇一書i言再三慣務省あて）を畳恒しました．

平 成 年 月 日

@ I c ＠ 

蓋押調書謄本｛滞納者あて｝を呈領しまLit.
平成年月 日

司以内lcJ厚生労働大匡に対して著牽浦求をするこ＞’ ＂処分の~。た.. も＂＇を

空欄のままとす否（差押え
時に・・・・・・に差押通知
書を交付した際に記名・押

印じてちらう）。

1(23 3) 



ロ豪華f用調書作感｛田園聞1

古一古俗聾f!l!t.俗握含俄糧問調量腫a車載側
と同様・・圃の場合の差押調書謄本ち

に、差押調書と複写により作成する。

璽塾里主里全聖l量豊里l

労働保険特別会計本謄
一一平高

書調押差XX-01 整理 番 号

⑪ 

枝番号

日

0 0労働局厚生労働岬務官 0000 

下記川滞納金綱を徹叡寸るため、下艇の財産を盤u，えましたので‘労働保険の保険料の撒叡簿に関する法係第27粂負荷口3項、石綿による健康筆書の教演に関する

催予象!1138条第1項且ぴ国現徴収法第＂＇＇快の税定により、この調書を t炉ります晶

滞納者｜住 所 loo県00市00町 0 0 0 

（債権者｝

号番併

止、く

基

月xx 年xx 
この葬押債権の取立その他の処分を繁じますー

X X 

考

X 

備

X X 

円｜

X 

滞納処分費

司亙南＝扇

X X X X X X 

金軍

要す

延
同

企被迫保険料・ 般蝿出企

" xxx,xxii 
五£主主主

除式会社 0000

10 

限期

7 

相

xx・

氏名又は名称

区｛期）最

,,.. 
= 

度

xx 

隼

海

納

金

額

口口口口線式会社名

差

押

瞳

瞳

差押肩書謄本｛語読吾瓦~亙扇w長した．
平成年月白

（ー）

備考l，..肉処分’，，.に婦げた金閉は ζの周．作成の伺までグろのです
『傑義斜・一般餐出品、『泡個性，.『是滞金i餌＂ 枠内の上臓に劣情際険料に係る験老下康にー剤師掛金に係る割険金記入するこt.
にb郎分に不...崎元舗合につい司
I >,t,t,，巳の民，ji）＂..：，つ吋耳＂＂があると舎はこの処刑、ったニとを知北関の翌日 aも＂揮して羽目以内に原生.，，.大障に旬して， M 求をすること，，できます（担＇・処分のめった旧制等を
経過した場合を橡きます．｝
2 ＂た ζの書阜のに会rずる＂禍眠＂＇はこの審藍繍求についでの綾決毛経た後記凶金援告として（目，~において閣を代表する宥はさ主禽＂匡となり tナ. ). .氏があうたことを知った日の翌日bも包”し
で湖、月以内に鍵信ずる辻b吋きます，.決があったat・.i;_,t年を経過した・合を検きます〉．

3 え＇W 処分の取刑訴問主審査開求に却するllM包た伎でなければ健信することがで念ませんがも①審査刊求bもった＂＇吃広か丹念包過しても畿決 S屯炉とき③処分．処分の敏行又は予畿の進行
にえり生ずる宥Lい領君事を牽けるたぬ緊急の必，mえあると..＂＇そ舟処ao:~.湿ないことにつき定当な理由があると＆のいずれかに厳当すると急降、＂＂を笹ないで領直するニとがで企ます．

慣瞳蓋押通知書｛第三債務者あて］を聖領しまし土．

平成年月日限期行H量

＠ 

5討04C,3. J) 

＠ 



C最善明調書作感畑町田｝

－－－~，「同一俄差問a:俄瞳含俄差棚jl銅重量聾倒
・圃・の場合の債権差押通知書ちE ・E ・－と同

様に、差押調書と複写により作成するが、上部の債
務者欄には複写されないため、中段の債務者欄と同
内容（・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園）を追記する。

盟 些些叫坦1
整理番号

置萌者

債権 差押通知書 労働保険特別会計

平店 xx 年 xx 月 xx 日

殿－ 下記の滞納金舗を調段取するため．下記慣 を差し押えます．盆搾債権は、下記U履行期阻までに当

なお、この過知・を受けた役目、債植者4支払。ても‘＂切支払は無効です．

00労働局厚生労働事務官 0000⑨ 
00封働局級入徴収官 に支払って下さい．

滞納 者｜住

（債権者）

府県相7・｜管轄｜基幹番号｜枝番号00市00町 0-0-0

x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x 

滞

納

金

額

円

延務金

要す

滞納叫分費
司富市主主吉宣言一一一

惜考年度｜区｛期｝分 期限 ｜保険科・般掲出金｜ 追徴金

xx ~ 
~ゐ XXI • 7 ・10

同
xxx,xxx 
L主主主

同

蓋

押

置

権

.~ 口口県口口市ロロ 0-0-0 I 氏 名 ｜口口口口抹式会主壬

腫 行 期 限
蚕丙肩書肩書正（滞相者あて｝を呈慣しました白
平成年月日

（ 

面雇孟丙遍扇書（第三由萌者あて）を丑植しました号
平成年月日

＠ ＠ 
備考『調E納処分’＂績に憎げた金．は、ニの剛・作成＇＂伺乏で Jゐりτす

晦泉純・一般拠幽金Lf渇徴金J.r是帯金i医院主枠内心上段に労働保険併に係る署員を‘下見に鮒餌剖金に係5・を配入すること．
【この処分に不..，悼る場合についてJ
l あなたがニの旭分について司Fl”があると金ほこの降分必功。た二とを知った周の翌日から紺冒して＂＂＂＂内に用金労働大臣に対して，1'111求をすることがでさます（ft~‘処分の~，た..らi年を
毎週L色調跡合金樽主主す．】．
2 ＇と ζの処分に付する....眠径はこの曹＂＂求についての忽放を程た掛二、回 e複合として岬:e;1:.;sいて凶を代≫する和地育大匡となはす．｝・6たがあったことを知った日の笠間も館賞し
匂凶月以内に健省すること泊町会主す＜•決が’rったa語もt与を経過した紛告を鱒きます．〉．
3 な持‘処分-d)ltf_割問嵐官Eは膏査珊求に常する.，，.，笹たttでなければ1健Eすることがで舎＇＂＇んが．①審蛮鋼求がめった白書もお引を怪過してもlltk_Dt.~t~ 、とさ②如分．倶分の続行又は子伎の法行
により生ずる著u、損存会電けるため知色のV,’買があると，.<J｝その他省免除を軍兵いことにうさ正当な事闘がある出．曲、ずれかに院内するときは M を佳品、で縄組するニ出で令ます． ＇＂α33) 
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愈事f甲手【孝明3-『雪烈苦行品］

～葦l!c丞瞳段重誼晶
差押えのため
持参する。

（必ず持参する必要があるもの）

① ．．． 
② 

に出向く際は、以下のものを

圃一

⑤ 

⑥ 

⑦圃・・
⑧ 

ノ



~差f里手｛孝明手時烈F智子品｝



＠善r！手｛孝明~~·雪魚種仔品1

一一一一一一一一一一一二一一一一“一品＝一一一一言ーも丘、…一一一一一一一一… 、 一

（必要に応じて携行する壱の）．． ． 
． 
． 



錆 f甲3-~園開聞1'.'~~mrP

一一一~－：~~{Q績を~ ••• 
での流れは以下の手順で行う。

① 

一

② 」
＝＝＝＝＝＝＝首昌邑

③ 

一一一一一一一一一一一一一 占…一一一一一一一 一一一一一＿,,,Ji

九



④ 

⑤ 

⑥ 

一一

⑨差押Z【·園開閉す~i事件｝



＠，き喜r，~ 【園開開閉す烈漏れ｝

⑦ 

一一一一一一一一一一一一， 一一一一…J
一一

⑧ 

※ 

J 
一



④季開手｛園周周囲~烈漏れ］

⑨ 帰庁後、滞納者に以下の書類を送付する。
・差押調書謄本（滞納者用）
・労働保険料等充当通知書（当日換価した場合のみ）

※ 必ず簡易書留で郵送する。
※ 直接滞納者に交付する場合は、差押調書に受領

の署名文は記名押印をちらう。 J 



密葬f甲手〔園聞圃段差！＇￥.尋烈滞 rn

一一一段薫曹孝信事事
．．．の差押えに当たっての流れは以下の手順で行う。

① 

轟

一

② 



③ 

~ 

④ 

※ 

一一…ァ一一一

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

密葬相手｛圃開聞烈善t！＜手段滞n~



~善t甲手｛園周聞魚種r！＜手段j帯れ｝

⑤ 帰庁後、滞納者に以下の書類を送付する。
－差押調書謄本（滞納者用）
・労働保険料等充当通知書（当日換価した場合のみ）

※ 必ず簡易書留で郵送する。
※ 直接滞納者に交付する場合は、差押調書に受領

の署名又は記名押印をもらう。



愈善明~ 1差t，~後段さ1/J.:~

差I！＆縫俗劃属
差押え後の対応は以下の手順で行う。

① 

一一

② 

= 



20160331 

③ 

= 

④ 

司同＝男彦事事関耳罵

一

⑤ 

．．． 



20160331 

差問闇億聾類俗書~芝 :r1,k

本ハンドブ、ツクで紹介した預貯金等照会文書及び

滞納様式については、電子媒体を労働保険適用徴収

システムに掲載している。

【掲示場所】

（労働保険適用徴収システム〉

情報共有フォルダ
→ 00本省情報共有領域（業務関係）

→ 〔各種様式〕




